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１章 はじめに 

 

１ 計画の目的 

本町は、平成 16 年度に計画期間を平成 17～26 年度とする「美瑛町住宅マスタープラ

ン」「美瑛町公営住宅ストック総合計画」を策定しています。同計画は本町における住宅

施策の目標、推進方針、公営住宅の整備活用の方針を定めており、同計画に基づき、具体

的な住宅施策及び公営住宅の整備活用を推進してきています。 

国の住宅政策は、平成 17 年度から公営住宅の補助金制度が地域住宅交付金制度に移行

し、平成 18 年度に住生活基本法が立法化され、平成 21 年度からは「公営住宅等ストッ

ク総合改善事業等の拡充」が図られ「公営住宅等長寿命化計画策定費用」と「長寿命化型

改善」が地域住宅交付金の基幹事業として助成対象となることとなっています。 

こうした背景のもと、町は「美瑛町公営住宅ストック総合活用計画」を見直し、平成 22

年度に「美瑛町公営住宅等長寿命化計画」を策定しました。 

また、国は平成 23 年３月に住生活基本計画（全国計画）、道は平成 24 年３月に北海

道住生活基本計画の見直しを行い、新たにサービス付き高齢者向け住宅の供給促進など高

齢者の安定した住まいの確保、省エネ住宅の供給など住宅分野での低炭素型社会に向けた

取り組みの推進、既存住宅が円滑に活用される市場の整備などに取り組むこととしていま

す。 

さらに、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災では、巨大な地震・津波による

太平洋沿岸等の被害、電力や燃料などのエネルギー供給の悪化や物流網の寸断による住民

生活や企業活動への大きな影響、加えて東京電力福島第一原子力発電所事故の深刻化など

の様々な課題が浮き彫りとなったことから、住宅の耐震化や省エネ対策の一層の促進や再

生可能エネルギー導入の取組をはじめ、これまでの住生活に対する意識改革やライフスタ

イルの変革が求められています。 

これらを受け、町は、平成 24 年度に住宅マスタープランの計画期間の残り３年間（平

成 24～26 年度）の施策について新たに検討し「美瑛町住宅マスタープラン（見直し版）」

を策定しています。 

美瑛町住生活基本計画は、このような社会経済情勢や制度等の変革期の中で、平成 26

年度には住宅マスタープランの計画期間満了を迎えることから、進捗状況の評価や新たな

目標の設定、取り組む施策の見直し等を行い、新たな方向性を示すために策定するもので

す。 

 

２ 計画期間 

住生活基本計画は、計画期間を平成 27～36 年度の 10 年間として策定します。なお、

社会経済情勢の変化に対応して、中間年次に見直すことも考えられます。 
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３ 策定体制 

本計画の策定にあたっては、学識経験者、行政代表による委員会に原案を諮ると共に、

適宜北海道など上位機関との調整を行いつつ策定します。 

委員会に諮る原案は、住宅行政と関連セクションによる作業部会で素案を作成します。 

素案作成にあたっては、既存統計資料はもちろんのこと、アンケート調査、住民参加型

会議（ワークショップ会議）等で得られた住民意見を十分参考にして検討を行います。 

事務局は住民生活課におき、計画策定にあたり必要な調査、計画はコンサルタントに委

託します。 

 

 図 １-1 策定体制 

 

町 長  
                                       
                     報告し了承を得ます 
 

企 画 委 員 会 

まちづくり委員会 

  委 員 会 【計画の作成（決定）】 

・学識経験者、関連課長などで構成します 

                                        
                     審議し助言を得ます 
 

素案、審議資料の作成 

 コンサルタント 

・必要な調査を実施します 

・計画案を作成します 

・会議資料を作成します 

   作業部会 

・関連係長で構成 

 

 上川総合振興局 

旭川建設管理部 

建設行政室建築指導課 

 

 

事務局（住民生活課） 

・事務連絡を行います 

・関係課係との調整 

 住民意向把握 

・アンケート 

・住民参加型会議（ワーク

ショップ）の開催 
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２章 美瑛町の現状 

 

１ 自然的概況 

 

（１）位置 

美瑛町は、北海道のほぼ中央、旭川市と富良野市とのほぼ中間に位置しています。 

 

図 ２-1 美瑛町の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地勢、土地利用 

波状丘陵で、市街地から河川流域に沿って放射状に集落が形成され、河川流域では稲

作が、丘陵地帯では畑作が行われています。 

土地利用をみると、総面積の 677.16km2のうち、72.9％が山林であり、宅地は 0.8％

となっています。 

 

表 ２-1 地目別面積                         （単位：km2） 

  田 畑 宅地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他 総面積 

面積 
27.27  101.08  5.63  0.07  493.55  6.29  11.55  7.44  24.28  677.16  

4.0% 14.9% 0.8% 0.0% 72.9% 0.9% 1.7% 1.1% 3.6% 100.0% 

資料：平成 26 年北海道統計書 
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（３）気候 

気候は、年間を通して概ね冷涼であり、夏期でも比較的低温の日が多くなっています。 

 

表 ２-2 月別気象概要（平成 25 年） 

  
降水量 

気温 
平均風速 日照時間 降雪量 最深積雪 

平均気温 最高気温 最低気温 

（㎜） （℃） （℃） （℃） （m/s） （時間） （㎝） （㎝） 

1 月 20.0  -10.6  3.5  -22.6  1.4  88.5  112  70  

2 月 24.5  -8.8  4.9  -23.9  1.7  94.4  110  81  

3 月 92.0  -3.2  10.6  -20.4  2.4  93.8  187  104  

4 月 106.5  3.2  15.1  -9.2  2.4  117.4  42  72  

5 月 67.5  9.6  30.4  -1.8  1.9  139.3  0  0  

6 月 84.5  17.2  31.0  5.4  1.3  207.4  0  0  

7 月 32.0  21.1  31.4  10.3  1.6  208.8  0  0  

8 月 181.0  20.7  32.1  9.9  1.5  131.1  0  0  

9 月 202.0  15.3  25.7  -0.5  1.5  134.4  0  0  

10 月 103.0  9.1  24.1  -2.6  1.6  123.7  7  7  

11 月 95.0  2.4  14.7  -9.8  1.8  72.0  47  21  

12 月 89.5  -4.2  6.3  -20.7  1.5  56.0  188  74  

全年 1,097.5  6.0  32.1  -23.9  1.7  1,466.8  693  104  

資料：気象庁ホームページ 

注 値)：準正常値 

品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠

けている場合。 

表 ２-3 年次別気象概要 

  
年降水量 

気温 
平均風速 

年間 

日照時間 
降雪量 最深積雪 

平均気温 最高気温 最低気温 

（㎜） （℃） （℃） （℃） （m/s） （時間） （㎝） （㎝） 

平成 21 年 945.0  5.7  31.9  -22.9  1.6  1,464.0  686  70  

平成 22 年 1,073.5  6.7  32.7  -24.2  1.9  1,467.6  667  74  

平成 23 年 1,319.5  6.0  31.9  -23.0  1.7  1,532.7  506  73  

平成 24 年 1,138.5  6.0  32.1  -26.1  1.7  1,566.0  664  85  

平成 25 年 1,097.5  6.0  32.1  -23.9  1.7  1,466.8  740  104  

平均 1,114.8  6.1  32.1  -24.0  1.7  1,499.4  653  81  

資料：気象庁ホームページ 

注   年の統計：年の統計は、当該年の 1 月から 12 月までの 1 年間について行われる。 

寒候年の統計：寒候年の統計は、前年 8 月から当年 7 月までの 1 年間について行う。これは降雪の

深さや積雪の深さなど、主に冬期に観測する要素については年をまたいで統計を行う

必要があるためで、例えば 2003 年 8 月から 2004 年 7 月までの 1 年間を 2004

寒候年という。年次別の降雪量、最深積雪については寒候年の統計となっている。 

図 ２-2 年次別気温概要 
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２ 通勤、通学 

 

（１）通勤 

平成 22 年の国勢調査によると、美瑛町に在住する就業者 5,202 人のうち町内での 

従業率は 85.1％、旭川市への通勤者は 9.7％、上富良野町への通勤者は 1.6％となって

います。 

また、町内で従業する 5,390 人のうち、旭川市から 12.0％、上富良野町から 1.8％

が美瑛町に通勤しています。 

 

表 ２-4 常住地による従業地別15歳以上の就業者数の比較        （単位：人） 

  従業地 

 

常住地   

美瑛町 旭川市 東神楽町 東川町 上富良野町 
道内 

その他 
道外 不詳 計 

美瑛町 
4,428  505  37  29  85  62  5  51  5,202  

85.1% 9.7% 0.7% 0.6% 1.6% 1.2% 0.1% 1.0% 100.0% 

旭川市 
649  141,981  1,187  1,316  259  4,718  191  3,952  154,253  

0.4% 92.0% 0.8% 0.9% 0.2% 3.1% 0.1% 2.6% 100.0% 

東神楽町 
43  2,111  1,949  111  32  115  9  101  4,471  

1.0% 47.2% 43.6% 2.5% 0.7% 2.6% 0.2% 2.3% 100.0% 

東川町 
32  1,215  138  2,243  14  81  6  46  3,775  

0.8% 32.2% 3.7% 59.4% 0.4% 2.1% 0.2% 1.2% 100.0% 

上富良野町 
99  77  2  4  4,913  768  6  60  5,929  

1.7% 1.3% 0.0% 0.1% 82.9% 13.0% 0.1% 1.0% 100.0% 

資料：平成 22 年国勢調査 

表 ２-5 従業地による常住地別 15 歳以上就業者の比較  （単位：人） 

  従業地 

 

常住地   

美瑛町 旭川市 東神楽町 東川町 上富良野町 

美瑛町 
4,428  505  37  29  85  

82.2% 0.3% 1.1% 0.8% 1.4% 

旭川市 
649  141,981  1,187  1,316  259  

12.0% 91.6% 34.1% 34.5% 4.3% 

東神楽町 
43  2,111  1,949  111  32  

0.8% 1.4% 56.0% 2.9% 0.5% 

東川町 
32  1,215  138  2,243  14  

0.6% 0.8% 4.0% 58.8% 0.2% 

上富良野町 
99  77  2  4  4,913  

1.8% 0.0% 0.1% 0.1% 82.0% 

道内その他 
83  5,114  55  65  619  

1.5% 3.3% 1.6% 1.7% 10.3% 

道外 
4  62  2  2  5  

0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 

不詳 
52  3,992  110  44  62  

1.0% 2.6% 3.2% 1.2% 1.0% 

計 
5,390  155,057  3,480  3,814  5,989  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

資料：平成 22 年国勢調査  
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（２）通学 

平成 22 年の国勢調査によると、美瑛町に常住する 15 歳以上の通学者のうち、美瑛町

内に通っている通学者は 114 人、28.9％を占めています。他市町村への通学者は、旭

川市 241 人、61.0％が最も多くなっています。 

 

表 ２-6 常住地による通学地別15歳以上の通学者数の比較        （単位：人） 

  通学地 

 

常住地   

美瑛町 旭川市 東神楽町 東川町 上富良野町 
道内 

その他 
道外 不詳 計 

美瑛町 
114  241  0  3  0  27  1  9  395  

28.9% 61.0% 0.0% 0.8% 0.0% 6.8% 0.3% 2.3% 100.0% 

旭川市 
85  13,312  0  266  1  751  21  404  14,840  

0.6% 89.7% 0.0% 1.8% 0.0% 5.1% 0.1% 2.7% 100.0% 

東神楽町 
10  334  53  28  0  22  0  11  458  

2.2% 72.9% 11.6% 6.1% 0.0% 4.8% 0.0% 2.4% 100.0% 

東川町 
3  225  0  198  0  6  0  2  434  

0.7% 51.8% 0.0% 45.6% 0.0% 1.4% 0.0% 0.5% 100.0% 

上富良野町 
0  103  0  0  121  172  1  17  414  

0.0% 24.9% 0.0% 0.0% 29.2% 41.5% 0.2% 4.1% 100.0% 

資料：平成 22 年国勢調査 

 

表 ２-7 通学地による常住地別 15 歳以上通学者の比較  （単位：人） 

  通学地 

 

常住地   

美瑛町 旭川市 東神楽町 東川町 上富良野町 

美瑛町 
114  241  0  3  0  

50.2% 1.5% 0.0% 0.6% 0.0% 

旭川市 
85  13,312  0  266  1  

37.4% 83.7% 0.0% 50.7% 0.6% 

東神楽町 
10  334  53  28  0  

4.4% 2.1% 82.8% 5.3% 0.0% 

東川町 
3  225  0  198  0  

1.3% 1.4% 0.0% 37.7% 0.0% 

上富良野町 
0  103  0  0  121  

0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 74.7% 

道内その他 
6  1,269  0  28  23  

2.6% 8.0% 0.0% 5.3% 14.2% 

道外 
0  19  0  0  0  

0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

不詳 
9  404  11  2  17  

4.0% 2.5% 17.2% 0.4% 10.5% 

計 
227  15,907  64  525  162  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

資料：平成 22 年国勢調査 
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３ 関連既定計画における取り組み方針 

 

（１）美瑛町まちづくり総合計画 

美瑛町は、まちづくりの最上位計画である「美瑛町まちづくり総合計画」を策定し、

その中で将来の目標、その目標の実現に向けた諸施策の方向を示しています。 

公営住宅等に関しては、建替えについて、生活形態、環境に配慮し、高齢者・障がい

者などにも健康で快適な住環境を促進することを目標に掲げ、平成 16 年度美瑛町公営住

宅ストック総合活用計画に基づき、公営住宅の建替・個別改善・維持保全を推進するこ

ととしています。 

 

以下、「美瑛町まちづくり総合計画」より抜粋 

第３節 活きいきとした暮らしづくりのために 

２ 住環境 

（２）住宅環境 

美瑛町は寒暖の差が大きく、住宅に関しては大変厳しい環境といえます。近年、寒冷地型住宅も数々

の改良がなされ、住環境は快適さの度合いも向上してきておりますが、依然として自然条件としての

雪や寒冷地対策が課題です。 

また、本町の高齢化率は全国平均を上回っており、高齢者の世帯も著しく増加しています。少子高

齢化に伴い住宅に求められる住環境は、多様化する一方であり、省エネルギー化の推進とともに、自

然エネルギーの活用、省資源、地域の自然に配慮した健康で快適な住まいづくりを促進することが課

題です。 

 

〈基本目標〉 

・雪国に適した北方型住宅の建設指導・普及に努め、質的向上を図ります 

・町営住宅の建替えについては、生活形態、環境に配慮し、高齢者・障がい者などにも健康で快適な住

環境を促進します 

・様々な年代が交流しながら生活できる住宅団地計画に努めます 

 

〈主な施策〉 

・自然景観と調和のとれた北方型住宅の建設を促進します 

・平成 16 年度美瑛町住宅マスタープランに基づき、住宅施策を推進します 

・平成 16 年度美瑛町公営住宅ストック総合活用計画に基づき、公営住宅の建替・個別改善・維持保全

を推進します 

・低所得者等に向けた町営住宅の確保に努めます 

・高度化・多様化する住環境ニーズに応え、住環境整備費助成事業利用による、やさしい住まいづくり

の推進に努めます 

 

（２）美瑛町都市計画マスタープラン 

美瑛町は、「美瑛町都市計画マスタープラン」（計画期間：平成 12～31 年度）にお

いて、まちづくりのテーマを「創造台地 びえい」とし、まちづくりのテーマを「山岳

農観セラピーの推進：～人と自然を健やかに育み、地域と人のつながりを大切にしたま

ちづくりを目指して～」としています。 

また、土地利用の基本的方向として、住宅地では「専用住宅地と小規模の店舗や事務

所棟が共生する一般住宅地の適正配置」や「美瑛原野地区の専用住宅地としての配置」、

「鉄西地区の沿道住宅地としての土地利用の活性化」等が位置づけられています。 
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以下、「美瑛町都市計画マスタープラン」より抜粋 

第Ⅲ編 全体構想 

第 2 章 まちづくりの基本的方向 

（1）土地利用の基本的方向 

④都市地域 

＜住宅地＞ 

●現在の市街地の形態を基本にして、専用住宅地と小規模の店舗や事務所等が共生する一般住宅地を適

正に配置します。 

●計画的に市街化を図る地区として位置付けた市街地に隣接する美瑛原野地区を専用住宅地として配置

します。 

●国道 237 号の沿線に位置する鉄西地区については、沿道型住宅地としての土地利用の活性化を図りま

す。 

 

第Ⅳ編 地域別構想 

第 2 章 市街地地域の方針 

（1）住民ニーズに即した適正な土地利用規制を行います。 

■用途地域の見直し 

●快適で潤いあるまちづくりを促進するため、現用途地域の内部変更や市街地化が見込まれている地

区の適正な指定を行い、土地利用の活性化と良好な都市環境の創出を目指します。 

●必要性の高い地区から幹線道路沿線の用途地域の緩和を行います。 

●用途地域隣接地の中で将来的に住宅地として市街化が予想される原野地区を専用住宅地として計画

し、適正に誘導するとともに、先に工業地域として指定した原野二線地区を住宅地として用途見直

しを検討します。 

■用途地域の見直しに関連するその他計画の見直し 

●用途地域の見直しに関連して、都市計画道路、都市計画公園、公共下水道などの連動する計画の見

直しを適切に行います。 

 

（2）安全で安心して暮らせる良好な住環境づくりを目指します。 

■利便性の高い良好な住環境づくり 

●鉄西土地区画整理事業による計画的で質の高い住宅地を造成します。 

●本通地区の建築協定や鉄西地区の地区計画等の地域協定に基づく個性的で自然と調和した都市景観

形成を今後とも積極的に推進します。 

●既存市街地の利便性を向上させるために、小規模な店舗や事務所等が共生できる一般住宅地を適正

に配置します。 

●住宅地の中で、国道 237 号や幹線街路沿線への利便施設の立地を誘導します。 

■安全な住環境づくり 

●準防火地域等による建築規制を継続させ、住宅密集地における火災の未然防止を図ります。 

●「美瑛町地域防災計画」に基づいて、避難所・避難場所及び避難路を適正に配置し、災害に強い安

全な住環境づくりを目指します。 

 

（3）びえいの顔となる活気にあふれる中心市街地づくりを目指します。 

■びえいの顔づくり 

●びえいの顔となる中心商業地については、本通地区、丸山通地区の商業地域を各種制度を活用しな

がら再整備し、観光客を呼び込む魅力ある商店街形成を積極的に推進します。 

●中心市街地と連動する鉄西地区は、土地区画整理事業における土地の有効利用を図るため、宿泊施

設や商業施設を積極的に誘導します。 

●交通体制の結節点となる JR 美瑛駅前及び駅西口に、駅前交通広場・駅西交通広場を早急に整備し、

美瑛町の顔とすることを目指します。 

●中心市街地の観光資源である本通地区の都市景観や石倉庫等の活用や地場産品の振興に努め、地域

の観光・体験・交流の場としての発展を目指します。 
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（３）美瑛町耐震改修促進計画 

美瑛町は、平成 22 年 3 月に「美瑛町耐震改修促進計画」（計画期間：平成 22～27

年度）を策定しています。 

平成 27 年度時点の住宅の耐震化率は、住宅の増加分や旧耐震基準建築物の建替え等を

考慮すると 73.5％と推計されます。 

国の基本方針や道計画等との整合を図り、美瑛町における平成 27 年度時点の住宅の耐

震化率を 90％とすることを目標とします。 

この目標を達成するためには、平成 27 年度までの 6 年間で合計 709 戸の耐震化が必

要であり、年間約 119 戸の耐震化が必要となります。 

 

以下、「美瑛町耐震改修促進計画」より抜粋 

 

 

現況(平成21年度)  平成 27 年度時点  平成 27 年度目標  

総数 4,282 戸  総数 4,282 戸  総数 4,282 戸 

耐震性あり 

2,812 戸 

（65.7％） 

建替・改修

による自然

更新 

耐震性あり 

3,150 戸 

（73.5％） 

 

耐震性あり 

3,150 戸 

（73.5％） 

耐震性なし 

1,470 戸 

（34.3％） 

  

 
耐震性なし 

1,138％ 

（26.5％） 

 
耐震性あり 

709 戸 

（16.5％） 

  

耐震性なし 

429 戸 

（10.0％） 

 

 

 

 

 

  

耐震化率 

90％ 

施策の推進に

よる耐震促進 
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（４）美瑛町地域新エネルギービジョン 

美瑛町は、平成 16 年 2 月に「美瑛町地域新エネルギービジョン」を策定し、その中

で重点プロジェクトを位置づけています。 

住宅等に関しては、一般家庭への太陽光発電システムの導入やソーラーシステムの普

及促進を行うこととしており、一般家庭への普及においては自治体独自の補助制度の整

備も検討することとしています。 

 

以下、「美瑛町地域新エネルギービジョン」より抜粋 

（２）最重点プロジェクト 

① 太陽光発電・太陽熱 

太陽光発電・太陽熱利用は特に住民・地域が最も身近に実感できる新エネルギーであり、教育・啓

発の観点からもその効果が期待される。 

また、建物の屋根や壁に大きく設置されるため、人々の目にとまり、新エネルギー活用のまちとし

てのイメージアップに貢献できる。 

 

◆公共施設への太陽光発電システムの導入 

◆一般家庭への太陽光発電システムの導入 

◆太陽光・ハイブリッド街路灯の導入 

◆一般家庭へのソーラーシステムの導入 

 

□導入に向けて□ 

まずは、公共施設への太陽光発電システムを導入する。また、人が集まる駅前通りや役場、公園等に

太陽光発電街路灯の設置を図る。また普及啓発活動と併せ、一般家庭への太陽光発電・太陽熱システム

の普及推進を行っていく。一般家庭への普及においては、自治体独自の補助制度の整備も検討していく。 

 

 

（５）福祉関連計画 

a．次世代育成推進行動計画 

美瑛町は、「次世代育成推進行動計画」（計画期間：平成 17～26 年度）を策定して

います。当計画において、公営住宅については、「子どもの成長や家族構成に適した住

宅の検討」として、母子家庭・父子家庭などの世帯の公営住宅の優先入居の検討や子育

て中の中堅勤労者に対する公営住宅の入居の検討が位置づけられています。 

 

以下、「次世代育成推進行動計画」より抜粋 

６．住宅と生活環境の充実 

（１）住宅マスタープランによる施策の推進 

子どもを安心して産み育てるために、ゆとりある住居と良質な居住環境の整備や子育て中の家族に暮ら

しやすい優しい生活のために、美瑛町住宅マスタープランの策定により、特性を生かした多様な住宅施策

を福祉全般で考え、子どもたちが健全に育ってゆける住環境づくりを検討してまいります。 

（２）子どもの成長や家族構成に適した住宅の検討 

公営住宅の建設計画の中に、住宅に困っている母子家庭・父子家庭などの世帯の優先入居の検討及び、

子育てに今真っ只中の中堅勤労者に対する公営住宅の入居を検討してまいります。 

（３）生活環境の整備 

交通事故防止のための交通教室の開催や、通学路での保護誘導活動の充実、保育所・幼稚園との一体化

した交通安全教育の検討を図り、子どもが安心して通学・通園できる歩道などの整備や、障がい者にやさ

しいブロックの段階的整備を実施してまいります。公共的施設の、授乳コーナー・ベビールームの設置な

ど、子育て支援施設の整備検討をしてまいります。 
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b．美瑛町高齢者保健福祉計画 

美瑛町は、平成 24 年３月に「美瑛町高齢者保健福祉計画」（計画期間：平成 24～26

年度）を策定しています。 

当計画の「高齢者のニーズに応じた住まいの確保」の重点施策に、「住み替えを促進

する仕組みに関する調査研究」があり、とくに一人暮らしの高齢者が、民間による賃貸

住宅への住み換えを可能とする家賃助成などを促進する仕組みについて調査、研究を進

めると位置づけられています。 

 

以下、「美瑛町高齢者保健福祉計画」より抜粋 

第5章 計画推進のための基本事項 

 

２．高齢者保健福祉の具体的事業 

（５）高齢者のニーズに応じた住まいの確保 

ア 重点施策 

事 業 内 容 事 業 の 概 要 ・ 目 的 
事業実施年度 

現状 H24 H25 H26 

（１）住み換えを促進する

仕組みに関する調

査研究 

とくに一人暮らしの高齢者が、民間に

よる賃貸住宅への住み換えを可能と

する家賃助成などといった住み換え

を促進する仕組みについて調査、研究

を進める。 

    

 

イ 前期計画からの継続事業 

事 業 内 容 事 業 の 概 要 ・ 目 的 
事業実施年度 

現状 H24 H25 H26 

（１）住宅改修制度の充実 住宅改修制度の周知、助成制度の充実

と関係者の連携強化を図る。 

    

（２）住環境整備費助成事

業 

既設住宅の段差解消など日常生活の

支えとなる住環境の整備に対し、必要

な経費を助成し、町民が快適で安心で

きる生活環境の向上を図る。 

    

（３）高齢者などに配慮し

た公営住宅の建設 

公営住宅の建て替え時に高齢者など

に配慮した住宅の建設を推進する。 

    

（４）バリアフリー化への

理解の促進 

バリアフリー化の理解に向けての広

報活動を推進する。 

    

（５）高齢者を悪質な犯罪

から守る取組の推

進 

訪問詐欺等振り込め詐欺といった悪

質な犯罪から高齢者を守り安全・安心

な地域づくりに努める。 
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c．美瑛町障がい者福祉計画・第３期美瑛町障がい福祉計画 

美瑛町は、平成 17 年３月に「美瑛町障がい者福祉計画」（計画期間：平成 17～26

年度）を策定しています。当計画において、公営住宅の整備について、「障がい者に配

慮した住宅整備」、「公営住宅の計画的整備」、「入居機会の拡大」の３つの施策の目

標が掲げられています。 

 

以下、「美瑛町障がい者福祉計画」より抜粋 

第4章 計画の推進 

６．生活環境の整備 

（３）公営住宅の整備 

 

【現状と課題】 

障がい者が地域のなかで生活していくためには、まず住宅が機能的で快適な空間であることが必要

です。障がい者が安心して生活でき、又介護者が介護しやすい公営住宅を整備していくことが必要で

す。 

本町では、町営住宅については、平成４年の東町第２団地の整備を皮切りに住居内の段差解消やト

イレや浴室の手すり、共用廊下の手すり設置などを実施し、また、平成10年から建設をはじめた中町

団地については、それらに加え、さらに車いすを使用している障がい者が利用しやすいよう玄関の段

差解消を実施するとともに、オール電化など障がい者や高齢者に配慮した入居に努めてきたところで

す。 

しかし、公営住宅入居者の意向調査においては、特に老朽化している公営住宅において、浴室やト

イレ、住居段差などの改善要望が多く、「公営住宅ストック総合活用計画」に基づき、公営住宅の計

画的な建て替えを進めるとともに、障がい者や高齢者に配慮した公営住宅の整備が求められています。 

 

【施策の目標】 

①障がい者に配慮した住宅整備 

公営住宅の更新にあたっては、車椅子を使用している障がい者などに十分配慮し住戸内外の設備の

拡充やバリアフリー化を図り、入居者が安全で安心して暮らせる住宅整備に努めます。 

②公営住宅の計画的整備 

「美瑛町公営住宅ストック総合活用計画」に基づき、計画的な公営住宅の整備を進め、障害者や高

齢者などを含めた入居者が安全で快適に暮らせる住宅の整備に努めます。 

③入居機会の拡大 

障がい者にあっては、日常生活の利便性を考慮し、障害者に配慮した対応に努めます。 
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３章 美瑛町の住宅事情の特性と課題 

 

１ 人口・世帯構造 

 

（１）総人口、総世帯数 

 

a．総人口 

美瑛町の総人口は平成 22 年国勢調査で 10,956 人です。15 年間（平成 7～22 年）

の推移をみると、9％の減少となっています。住民基本台帳においても減少傾向にあり、

平成 25 年３月末で 10,714 人となっています。 

 

表 ３-1 総人口の推移の比較                      （単位：人） 

  H7 H12 H17 H22 H22／H7 

北海道 5,692,321  5,683,062  5,627,737  5,506,419  0.97  

郡部 1,443,200  1,293,694  1,217,137  1,057,059  0.73  

上川管内 561,595  553,812  547,704  520,365  0.93  

美瑛町 12,106  11,902  11,628  10,956  0.91  

資料：各年国勢調査 

 

図 ３-1 美瑛町の総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：美瑛町の人口の推移（住民基本台帳、各年 3 月末日現在）】 
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【参考：将来人口の推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 

 

b．総世帯数 

総世帯数は平成 22 年国勢調査で 4,301 世帯です。15 年間（平成 7～22 年）の推

移をみると、平成 17 年までは増加傾向にありましたが、平成 22 年では減少に転じてい

ます。住民基本台帳においても減少に転じ、平成 25 年３月末で 4,740 世帯となってい

ます。 

 

表 ３-2 総世帯数の推移の比較                   （単位：世帯） 

  H7 H12 H17 H22 H22／H7 

北海道 2,187,000  2,306,419  2,380,251  2,424,317  1.11  

郡部 508,281  485,696  478,963  435,081  0.86  

上川管内 196,079  206,878  217,312  225,663  1.15  

美瑛町 4,140  4,285  4,342  4,301  1.04  

資料：各年国勢調査 

＊注：ここでいう総世帯数は「一般世帯」と「施設等の世帯」の合計を指します。国勢調査では、世帯を

「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分しています。「一般世帯」は、住居と生計を共にしている人々

の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者等を指します。「施設等の世帯」は、「寮・寄宿舎の学

生・生徒」、「病院・療養所の入院者」、「社会施設の入所者」、「自衛隊営舎内居住者」、「矯正施設の

入所者」等を指します。また、「一般世帯」について、住居を「住宅」と「住宅以外」に区分してい

ます。「住宅」は、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物（完全に区

画された建物の一部を含む）等を指します（店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれます）。「住宅

以外」は、寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や，病院・学

校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物を指します（仮小屋・天幕小屋など臨時応

急的に造られた住居などもこれに含まれます）。 
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図 ３-2 美瑛町の総世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：美瑛町の世帯数の推移（住民基本台帳、各年 3 月末現在）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢別人口 

 

a．年齢別人口 

人口の年齢別構成をみると、平成 22 年国勢調査において、年少人口（15 歳未満）は

11.5％、生産年齢人口（15～64 歳）は 55.0％、高齢人口（65 歳以上）は 33.5％と

なっています。高齢人口比率は全道、郡部、上川管内より高くなっており、年少人口と

生産年齢人口比率は全道、郡部、上川管内より低くなっています。 

15 年間（平成 7～22 年）の推移をみると、実数、割合ともに年少人口と生産年齢人

口は減少傾向にあり、高齢人口は急速に増加しており、15 年間で約 1.4 倍となっていま

す。 
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表 ３-3 年齢別人口の比較                      （単位：人） 

  
15 歳未満 15～64 歳 65 歳以上 

不詳 総人口 
（年少人口） （生産年齢人口） （高齢人口） 

北海道 
657,312  3,482,169  1,358,068  8,870  5,506,419  

11.9% 63.2% 24.7% 0.2% 100.0% 

郡部 
129,241  616,835  310,741  242  1,057,059  

12.2% 58.4% 29.4% 0.0% 100.0% 

上川管内 
61,825  313,270  143,634  1,636  520,365  

11.9% 60.2% 27.6% 0.3% 100.0% 

美瑛町 
1,265  6,025  3,666  0  10,956  

11.5% 55.0% 33.5% 0.0% 100.0% 

資料：平成 22 年国勢調査 

図 ３-3 年齢別人口構成比の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ３-4 年齢別人口の推移                      （単位：人） 

  
15 歳未満 15～64 歳 65 歳以上 

不詳 総人口 
（年少人口） （生産年齢人口） （高齢人口） 

H7 
1,633  7,822  2,651  0  12,106  

13.5% 64.6% 21.9% 0.0% 100.0% 

H12 
1,447  7,298  3,157  0  11,902  

12.2% 61.3% 26.5% 0.0% 100.0% 

H17 
1,381  6,694  3,553  0  11,628  

11.9% 57.6% 30.6% 0.0% 100.0% 

H22 
1,265  6,025  3,666  0  10,956  

11.5% 55.0% 33.5% 0.0% 100.0% 

資料：各年国勢調査 

図 ３-4 年齢別人口構成比の推移 
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b．出生数 

出生数は、年次によって増減はありますが、横ばいから微減の傾向にあり、今後もこの

傾向が続くことが予想されます。 

 

図 ３-5 出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）世帯特性 

 

a．平均世帯人員 

平均世帯人員は、平成 22 年国勢調査で 2.55 人/世帯となっており、全道、郡部、上

川管内よりも多くなっています。 

15 年間（平成 7～22 年）の推移をみると 0.37 人/世帯の減少があり、全道、郡部、

上川管内と同様に世帯規模の縮小化がみられます。 

 

表 ３-5 平均世帯人員の推移の比較               （単位：人／世帯） 

  H7 H12 H17 H22 H22／H7 

北海道 2.60  2.46  2.36  2.27  0.87  

郡部 2.84  2.66  2.54  2.43  0.86  

上川管内 2.86  2.68  2.52  2.31  0.81  

美瑛町 2.92  2.78  2.68  2.55  0.87  

資料：各年国勢調査 

 

図 ３-6 平均世帯人員の推移の比較 
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b．家族類型別世帯数 

美瑛町の家族類型別世帯数をみると、平成 22 年国勢調査で、多い順に「夫婦のみ」

28.3％、「単独世帯」25.6％、「夫婦＋子」22.4％、となっています。 

15 年間（平成 7～22 年）の推移をみると、「単独世帯」、「夫婦のみ」、「一人親

と子」、「非親族」の割合が増加しており、「単独世帯」の割合は 15 年間で 10.8 ポイ

ント増加しています。逆に平成 7 年では最も多かった「夫婦＋子」の割合は 6.5 ポイン

ト減少しています。 

 

表 ３-6 家族類型別世帯数の比較                  （単位：世帯） 

  単独世帯 夫婦のみ 夫婦＋子 1 人親と子 その他親族 非親族 合計 

北海道 
842,730  578,874  587,312  223,889  164,039  21,189  2,418,033  

34.9% 23.9% 24.3% 9.3% 6.8% 0.9% 100.0% 

郡部 
130,555  118,980  98,415  34,749  47,688  2,720  433,107  

30.1% 27.5% 22.7% 8.0% 11.0% 0.6% 100.0% 

上川管内 
72,747  59,360  53,564  20,589  16,857  1,660  224,777  

32.4% 26.4% 23.8% 9.2% 7.5% 0.7% 100.0% 

美瑛町 
1,098  1,215  959  350  635  32  4,289  

25.6% 28.3% 22.4% 8.2% 14.8% 0.7% 100.0% 

資料：平成 22 年国勢調査 

 

図 ３-7 家族類型別世帯構成比の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ３-7 家族類型別世帯数の推移                  （単位：世帯） 

  単独世帯 夫婦のみ 夫婦＋子 1 人親と子 その他親族 非親族 合計 

H7 
592  1,057  1,154  192  996  1  3,992  

14.8% 26.5% 28.9% 4.8% 24.9% 0.0% 100.0% 

H12 
751  1,136  1,030  231  911  5  4,064  

18.5% 28.0% 25.3% 5.7% 22.4% 0.1% 100.0% 

H17 
1,021  1,225  991  304  777  18  4,336  

23.5% 28.3% 22.9% 7.0% 17.9% 0.4% 100.0% 

H22 
1,098  1,215  959  350  635  32  4,289  

25.6% 28.3% 22.4% 8.2% 14.8% 0.7% 100.0% 

資料：各年国勢調査 
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図 ３-8 家族類型別世帯構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．世帯人員別世帯数 

世帯人員別世帯数をみると、平成 22 年国勢調査で、多い順に「2 人世帯」35.2％、

「1 人世帯」25.6％、「3 人世帯」17.3％となっており、1～2 人の小規模世帯は 60.8％

を占めています。 

15 年間（平成 7～22 年）の推移をみると、小規模世帯の割合は増加傾向にあり、３

人世帯はほぼ横ばい、4 人以上の世帯の割合は減少傾向にあります。 

 

表 ３-8 世帯人員別世帯数の比較                  （単位：世帯） 

  1 人 ２人 3 人 4 人 5 人 6 人以上 合計 

北海道 
842,730  767,931  418,096  279,873  79,023  30,652  2,418,305  

34.8% 31.8% 17.3% 11.6% 3.3% 1.3% 100.0% 

郡部 
130,555  148,213  73,358  50,747  18,673  11,574  433,120  

30.1% 34.2% 16.9% 11.7% 4.3% 2.7% 100.0% 

上川管内 
72,747  76,598  39,331  25,732  7,432  2,975  224,815  

32.4% 34.1% 17.5% 11.4% 3.3% 1.3% 100.0% 

美瑛町 
1,098  1,510  741  522  253  165  4,289  

25.6% 35.2% 17.3% 12.2% 5.9% 3.8% 100.0% 

資料：平成 22 年国勢調査 

 

図 ３-9 世帯人員別世帯構成比の比較 
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表 ３-9 世帯人員別世帯数の推移                  （単位：世帯） 

  1 人 ２人 3 人 4 人 5 人 6 人以上 合計 

H7 
751  1,317  723  594  305  374  4,064  

18.5% 32.4% 17.8% 14.6% 7.5% 9.2% 100.0% 

H12 
951  1,399  769  579  282  300  4,280  

22.2% 32.7% 18.0% 13.5% 6.6% 7.0% 100.0% 

H17 
1,021  1,472  779  571  258  235  4,336  

23.5% 33.9% 18.0% 13.2% 6.0% 5.4% 100.0% 

H22 
1,098  1,510  741  522  253  165  4,289  

25.6% 35.2% 17.3% 12.2% 5.9% 3.8% 100.0% 

資料：各年国勢調査 

 

図 ３-10 世帯人員別世帯構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d．高齢者同居世帯 

平成 22 年国勢調査で、一般世帯 4,289 世帯のうち、65 歳以上親族のいる世帯は

2,330 世帯、54.3%を占めています。 

15 年間（平成 7～22 年）の推移をみると、一般世帯の 1.06 倍の増加に対し、1.32

倍の増加となっています。 

 

表 ３-10 65 歳以上の高齢者親族のいる世帯数の比較         （単位：世帯） 

  65 歳以上親族のいる世帯 
65 歳以上親族のいない世

帯 

一般世帯 

（合計） 

北海道 
884,711  1,533,594  2,418,305  

36.6% 63.4% 100.0% 

郡部 
197,979  235,141  433,120  

45.7% 54.3% 100.0% 

上川管内 
91,965  132,850  224,815  

40.9% 59.1% 100.0% 

美瑛町 
2,330  1,959  4,289  

54.3% 45.7% 100.0% 

資料：平成 22 年国勢調査 
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図 ３-11 65 歳以上の高齢親族のいる世帯構成比の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ３-11 65 歳以上の高齢者親族のいる世帯数の推移         （単位：世帯） 

  65 歳以上親族のいる世帯 
65 歳以上親族のいない世

帯 

一般世帯 

（合計） 

H7 
1,769  2,295  4,064  

43.5% 56.5% 100.0% 

H12 
2,055  2,281  4,336  

47.4% 52.6% 100.0% 

H17 
2,260  2,076  4,336  

52.1% 47.9% 100.0% 

H22 
2,330  1,959  4,289  

54.3% 45.7% 100.0% 

資料：各年国勢調査 

 

図 ３-12 65 歳以上の高齢親族のいる世帯構成比の推移 
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■課題 

・人口・世帯数ともに減少傾向にあり、既存ストックの有効活用や住宅・住宅地の集約化

など、よりコンパクトで利便性の高い住宅・住宅地づくりへと政策を転換していく必要

があります。 

・高齢者対策、子育て支援など、急速に進行する少子高齢化に対応する住環境の整備が必

要です。 

・平均世帯人員の縮小、小規模世帯への対応、高齢者親族のいる世帯の急速な増加等、世

帯特性の変化に対応する住環境の整備が必要です。 
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２ 住宅ストックの状況 

 

（１）住宅数、構造、建て方、建築年度 

平成 21 年度現在、町内の住宅数は約 4,280 戸であり、その 96％が戸建て住宅で、

共同住宅はごくわずかとなっています。構造別では木造住宅が９割を占めており、鉄骨・

鉄筋コンクリート造等の非木造住宅が１割となっています。 

住宅約 4,280 戸のうち、昭和 56 年以前に建築された住宅は 57％を占めています。

また、耐震性を有すると推計される住宅は約 2,810 戸で耐震化率は 65.7％となってい

ます。 

 

表 ３-12 平成 21 年度時点における住宅の種類及び構造別の戸数 

種別 木造 非木造 
合計 

昭和56年以前 昭和57年以降 昭和56年以前 昭和57年以降 

戸建て住宅 2,174 1,615 181 135 4,105 

共同住宅等 8 58 87 24 177 

合計 
2,182 1,673 268 159 

4,282 
3,855 427 

資料：「美瑛町耐震改修促進計画」美瑛町資料に基づき集計 

 

平成 21 年度時点における住宅の耐震化率 

種別 全戸数 

 

昭和 57 年 

以降の 

戸数 

昭和 56 年以前の戸数 耐震性を有

する 

戸数 

 

耐震化率 

（%） 

 

 

 耐震性を 

有する 

戸数 

耐震性が 

不十分な 

戸数 

 ①=②＋③ ② ③ ④=③×推計値※ ⑤=③-④ ⑥=②＋④ ⑦=⑥/①×100 

戸建て住宅 4,105 1,705 2,355 895 1,460 2,645 64.4 

共同住宅等 177 82 95 85 10 167 94.4 

合計 4,282 1,832 2,450 980 1,470 2,812 65.7 

※昭和 56 年以前の戸建て住宅のうち 38％（道内診断実績、木造戸建て住宅の耐震性）、共同住宅のうち

８９％（道内実績）が耐震性を有するとしました。 

資料：「美瑛町耐震改修促進計画」美瑛町資料に基づき集計 

 

（２）住宅所有関係別世帯数 

住宅所有関係別世帯数は、平成 22 年国勢調査で、「持ち家」73.4％、「公営借家」

10.8％、「民営借家」11.9%、「給与住宅」3.2%、「間借り」0.8%となっています。 

全道、郡部、上川管内と比較すると、持ち家率は最も高くなっており、公営借家率は、

高い順に郡部、美瑛町、全道、上川管内、民営借家率は最も低くなっています。 

15 年間（平成 7～22 年）の推移をみると、持ち家率は平成 12 年まで減少していま

すが平成 17 年に増加に転じています。公営借家率は 11％前後で安定的に推移し、民営

借家率は平成 17 年まで増加傾向にありますが、平成 22 年には減少に転じています。給

与住宅率は減少傾向となっています。 
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表 ３-13 住宅所有関係別世帯数の比較                （単位：世帯） 

  持ち家 
公営・都市機

構・公社の借家 
民営借家 給与住宅 間借り 

住宅に住む 

一般世帯 

北海道 
1,341,788  178,339  735,027  91,432  41,856  2,388,442  

56.2% 7.5% 30.8% 3.8% 1.8% 100.0% 

郡部 
278,715  55,591  53,361  28,936  5,309  421,912  

66.1% 13.2% 12.6% 6.9% 1.3% 100.0% 

上川管内 
135,090  14,507  60,871  7,860  3,301  221,629  

61.0% 6.5% 27.5% 3.5% 1.5% 100.0% 

美瑛町 
3,109  456  502  134  33  4,234  

73.4% 10.8% 11.9% 3.2% 0.8% 100.0% 

資料：平成 22 年国勢調査 

 

図 ３-13 住宅所有関係別世帯構成比の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ３-14 住宅所有関係別世帯数の推移                （単位：世帯） 

  持ち家 公営借家 民営借家 給与住宅 間借り  
住宅に住む 

一般世帯 

H7 
2,875  469  385  243  22  3,994  

72.0% 11.7% 9.6% 6.1% 0.6% 100.0% 

H12 
3,014  475  501  192  35  4,217  

71.5% 11.3% 11.9% 4.6% 0.8% 100.0% 

H17 
3,064  489  514  147  40  4,254  

72.0% 11.5% 12.1% 3.5% 0.9% 100.0% 

H22 
3,109  456  502  134  33  4,234  

73.4% 10.8% 11.9% 3.2% 0.8% 100.0% 

資料：各年国勢調査 
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図 ３-14 住宅所有関係別世帯構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題 

・住宅の耐震化を促進する必要があります。 
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３ 住宅市場の状況 

 

（１）住宅着工状況 

10 年間（平成 15～24 年度）で、年平均 52.8 戸の住宅（持ち家が 30.2 戸、貸家

が 22.0 戸）が建設されています。 

平成 15 年度からの 10 年間で新規に建設された住宅の平均延べ床面積は、持ち家で

134 ㎡、貸家で 57 ㎡、給与住宅は 123 ㎡となっています。 

 

表 ３-15 年度別新設住宅の建設状況                  （単位：戸） 

  合計 
持ち家 

貸家 給与住宅 
  注文 分譲 

H15 年度 65  39  38  1  25  1  

H16 年度 64  33  30  3  31  0  

H17 年度 58  29  26  3  29  0  

H18 年度 60  24  24  0  36  0  

H19 年度 66  26  26  0  40  0  

H20 年度 35  35  34  1  0  0  

H21 年度 42  19  19  0  20  3  

H22 年度 41  28  28  0  12  1  

H23 年度 47  35  35  0  12  0  

H24 年度 50  34  33  1  15  1  

平均 52.8  30.2  29.3  0.9  22.0  0.6  

資料：各年建築統計年報 

 

図 ３-15 年度別新設住宅の建設状況 
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図 ３-16 年度別利用関係別新設住宅の建設状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ３-16 新設住宅の戸当り面積の推移                 （単位：㎡） 

  平均 
持ち家 

貸家 給与住宅 
  注文 分譲 

H15 年度 106  127  128  114  72  117  

H16 年度 101  145  147  119  55  - 

H17 年度 100  137  139  116  63  - 

H18 年度 91  133  133  - 63  - 

H19 年度 86  148  148  - 45  - 

H20 年度 131  131  132  112  - - 

H21 年度 102  142  146  118  68  25  

H22 年度 103  128  128  - 35  193  

H23 年度 111  125  125  - 69  - 

H24 年度 97  118  119  113  43  159  

平均 103  134  135  115  57  123  

資料：各年建築統計年報 

 

図 ３-17 新設住宅の戸当たり面積の推移 
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（２）地価 

平成 26 年現在、国土交通省地価公示における美瑛町の住宅地の地価は 9,600～

11,500 円／㎡、平均で 10,500 円／㎡となっており、平成 21 年と比較して平均で

22.4％下落となっています。周辺１市 2 町と比較すると、旭川市の約 46.8％、東神楽

町の約 70.3％、上富良野町の約 88.3％となっています。 

 

表 ３-17 国土交通省地価公示における地価 

番

号 
所在 法規制 

地積

（㎡） 

地価（円／㎡） 増減  

（円） 

H21／

H26 H21 H26 

1 美瑛町栄町３丁目２４０番６０ １住居 257  15,800  11,500  -4,300  72.8% 

2 美瑛町南町２丁目１１番６２４ １中専 238  11,400  9,600  -1,800  84.2% 

平均 13,600  10,550  -3,050  77.6% 

        番

号 
所在 法規制 

地積

（㎡） 

地価（円／㎡） 増減  

（円） 

H21／

H26 H21 H26 

1 東神楽町ひじり野北１条１丁目９５番１００ １低専 244  23,000  18,700  -4,300  81.3% 

2 東神楽町北１条西１丁目３０５番６３ ２中専 449  14,000  11,300  -2,700  80.7% 

平均 18,500  15,000  -3,500  81.1% 

        番

号 
所在 法規制 

地積

（㎡） 

地価（円／㎡） 増減  

（円） 

H21／

H26 H21 H26 

1 上富良野町錦町２丁目１１９３番 １住居 277  15,800  12,100  -3,700  76.6% 

2 上富良野町宮町３丁目１１番９６ １中専 277  13,400  11,800  -1,600  88.1% 

平均 14,600  11,950  -2,650  81.8% 

        番

号 
所在 法規制 

地積

（㎡） 

地価（円／㎡） 増減  

（円） 

H21／

H26 H21 H26 

1 旭川市末広東３条３丁目１１９６番１７９外 ２中専 205  27,000  21,800  -5,200  80.7% 

2 旭川市末広２条２丁目１８０２番９２ １低専 208  30,800  24,500  -6,300  79.5% 

3 旭川市北門町２０丁目２１７２番２４２ １住居 265  26,200  24,200  -2,000  92.4% 

4 旭川市末広東１条１１丁目３番４０ １低専 300  24,000  19,500  -4,500  81.3% 

5 旭川市忠和８条３丁目６６番６５８ １低専 257  18,400  13,600  -4,800  73.9% 

6 旭川市春光６条４丁目１６２番１ ２中専 230  28,700  25,200  -3,500  87.8% 

7 旭川市永山５条６丁目７９番２２ １住居 245  27,000  23,600  -3,400  87.4% 

8 旭川市新富１条３丁目５０番 １住居 165  25,900  21,000  -4,900  81.1% 

9 旭川市東３条８丁目４８番 １住居 233  27,800  24,000  -3,800  86.3% 

10 旭川市西神楽南１条３丁目２４８番６１ ２中専 264  11,500  8,800  -2,700  76.5% 

11 旭川市緑が丘２条３丁目１番１２ １低専 301  28,200  25,200  -3,000  89.4% 

12 旭川市神楽２条７丁目４２０番２１ ２住居 323  35,300  38,500  3,200  #### 

13 旭川市緑が丘南３条２丁目２２番７３ １低専 221  25,200  21,800  -3,400  86.5% 

14 旭川市神楽６条１４丁目４６３番６３ ２中専 277  27,800  23,000  -4,800  82.7% 

15 旭川市川端町４条７丁目３５番 １住居 255  35,500  30,000  -5,500  84.5% 

16 旭川市神居２条８丁目８６番１１ ２中専 267  28,700  25,000  -3,700  87.1% 

17 旭川市神居８条３丁目１７番８外 １低専 296  21,800  16,800  -5,000  77.1% 

18 旭川市永山４条１７丁目１５９番１４ １低専 252  23,500  19,800  -3,700  84.3% 

19 旭川市神居１条１８丁目２２番５５外 ２中専 183  23,600  20,400  -3,200  86.4% 

20 旭川市高砂台３条目２２１番６９ １低専 323  12,700  8,200  -4,500  64.6% 

21 旭川市北門町１２丁目２９３５番４外 １住居 214  36,200  30,300  -5,900  83.7% 

22 旭川市東光２条２丁目１４５番１０１ ２中専 245  32,200  26,000  -6,200  80.7% 

23 旭川市忠和３条５丁目７番２０４８ １低専 190  24,700  19,200  -5,500  77.7% 

24 旭川市１０条通１３丁目２４番１１４ ２住居、準防 357  37,200  31,500  -5,700  84.7% 

25 旭川市富岡２条８丁目９番８３ １低専 211  28,000  25,000  -3,000  89.3% 

26 旭川市東光１１条８丁目４６番３１ １低専 266  27,000  24,000  -3,000  88.9% 

27 旭川市神楽岡１１条５丁目１３番３５ １低専 356  21,400  18,000  -3,400  84.1% 
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28 旭川市５条西４丁目１４８５番２８１ ２中専 273  37,800  32,700  -5,100  86.5% 

29 旭川市東光１４条４丁目３６７番６ ２中専 298  29,200  24,200  -5,000  82.9% 

30 旭川市春光４条８丁目２１９番１６８ ２中専 207  33,200  29,800  -3,400  89.8% 

31 旭川市春光６条８丁目６番４ ２中専 346  25,000  19,500  -5,500  78.0% 

32 旭川市神楽岡８条２丁目３番１２０９ １低専 277  27,200  23,000  -4,200  84.6% 

33 旭川市富岡６条６丁目７２番３５ ２中専 245  30,000  25,600  -4,400  85.3% 

34 旭川市春光台２条４丁目３番１２ １低専 257  13,500  9,800  -3,700  72.6% 

35 旭川市末広５条７丁目２９２番２２２ １低専 249  25,000  19,800  -5,200  79.2% 

36 旭川市大町１条５丁目１４番３７外 １住居 247  35,500  27,600  -7,900  77.7% 

37 旭川市東旭川南１条７丁目８０番３４ ２中専 259  20,000  17,000  -3,000  85.0% 

38 旭川市永山５条２３丁目１２０番３５ １低専 182  19,200  13,800  -5,400  71.9% 

39 旭川市永山９条１２丁目９０番１４ １低専 259  22,800  19,200  -3,600  84.2% 

40 旭川市東鷹栖１条４丁目６３８番２４２ ２中専 357  16,500  13,500  -3,000  81.8% 

41 旭川市富岡１０条１０丁目８５番 １低専 223  27,000  24,000  -3,000  88.9% 

42 旭川市東光２１条５丁目２５２番５０ １低専 200  25,400  22,600  -2,800  89.0% 

43 旭川市８条通２０丁目１９５９番１５ １住居 267  36,200  31,000  -5,200  85.6% 

44 旭川市神楽３条１１丁目４４６番２０ ２中専 257  32,000  29,200  -2,800  91.3% 

平均 26,632  22,527  -4,105  84.6% 

資料：国土交通省土地総合ライブラリー 

 

 

■課題 

・新規着工の減少傾向が見られ、町民の持ち家取得や借家整備の推進方策について検討す

るとともに、中古住宅の流通やリフォーム市場の環境整備について検討する必要があり

ます。 

・土地価格において旭川市等周辺市町より有利な環境を活かして、低廉で良質な住宅を提

供できる環境の整備を行う必要があります。 
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４ 公共賃貸住宅 

 

（１）公的借家の供給状況 

平成 26 年度現在、美瑛町には町営住宅（公営住宅、特定公共賃貸住宅、単費住宅）が

30 団地、127 棟、501 戸あります。種別の内訳は、公営住宅が 12 団地、80 棟、428

戸、特定公共賃貸住宅が 3 戸（公営住宅と併設）、単費住宅が 18 団地、47 棟、70 戸

となっています。 

表 ３-18 町営住宅の管理状況 

種類 団地名 構造 建設年度 棟数 戸 数 

公営住宅 南町団地 中耐３ H8,9 2  36  

  旭町団地 耐二 H20,22,24,25 4  32  

  中町団地 中耐３ H10～16 5  69  

  憩町団地 簡平 S40～45 18  53  

  白樺団地 簡平 S47～51.52 15  58  

  日の出団地 簡平 S47～50 8  32  

  東町団地 簡平 S51～53 19  64  

  東町第２団地 耐二 H4～7 5  44  

  美馬牛団地 簡平 S53 1  4  

  大町団地 耐二 H13 1  16  

  大町第２団地 耐二 H18 1  12  

  北町団地 耐二 H26 1  8  

  小計 － － 80  428  

特公賃 中町団地 中耐 3 H16 0  3  

単費住宅 南町町営一般住宅 木造、簡平 S38,44,H18,19 4  6  

  旭町町営一般住宅 木造 H4 1  6  

  西町町営一般住宅 耐二 H6 1  14  

  美馬牛町営一般住宅 木造 H9 1  1  

  朗根内町営一般住宅. 木造 H4 2  2  

  美沢町営一般住宅 木造 S53 1  1  

  憩町町営一般住宅 簡平 S40,41 6  9  

  東町町営一般住宅 木造 H15,16 2  2  

  西町町営一般住宅 木造 S50,H16,17 3  3  

  宇莫別町営一般住宅 木造 S41,57,59 3  3  

  置杵牛町営一般住宅 木造 S42,55,H1 3  3  

  美田町営一般住宅 木造 S56,61,62 3  3  

  西美町営一般住宅 木造 S52,52,60 4  4  

  五稜町営一般住宅 木造 S60,63 2  2  

  俵真布町営一般住宅 木造 S49,50 3  3  

  北瑛町営一般住宅 木造 S55,60,63 3  3  

  旭町営一般住宅 木造 S47,5559 4  4  

  二股町営一般住宅 木造 H22 1  1  

  小計 － － 47  70  

合計 － － 127  501  

平成 27 年 3 月末現在 

 



31 

 

 

  

図
 ３

-1
8

 
公
的
借
家
の
位
置
（
市
街
地
）

 



32 

 

  

図
 ３

-1
9

 
公
的
借
家
の
位
置
（
集
落
）

 



33 

（２）構造、建設年度 

公営住宅、特定公共賃貸住宅の構造・建設年度をみると、昭和 33～53 年にかけて簡

易耐火構造平屋建て住宅を整備し、平成４年以降は耐火構造住宅を整備しており、簡易

耐火構造平屋建て住宅が約５割、耐火構造住宅が約５割となっています。 

単費住宅の構造・建設年度をみると、昭和 38～44 年整備の簡易耐火構造平屋建て住

宅が 11 戸、平成４年整備の耐火構造住宅が 14 戸ありますが、それ以外は木造住宅 45

戸となっています。 

町営住宅全体の構造別戸数構成比は、簡易耐火構造平屋建て住宅 44.3％、耐火構造住

宅 46.7％、木造住宅 9.0％となります。 

 

図 ３-20 建設年度別構造別戸数（公営住宅・特公賃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-21 建設年度別構造別戸数（単費住宅） 
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図 ３-22 建設年度別構造別戸数（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ３-19 建設年度別構造別戸数 
  公営住宅・特公賃   単費住宅       

    簡平 耐火 
 

木造 簡平 耐火 

昭和 45 以前 53  53  0  13  2  11  0  

（～1970） 12.3% 12.3% 0.0% 18.6% 2.9% 15.7% 0.0% 

昭和 46～50 86  86  0  5  5  0  0  

（1971～1975） 20.0% 20.0% 0.0% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 

昭和 51～55 72  72  0  5  5  0  0  

（1976～1980） 16.7% 16.7% 0.0% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 

昭和 56～60 0  0  0  10  10  0  0  

（1981～1985） 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 

昭和 61～平成 2 0  0  0  5  5  0  0  

（1986～1990） 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 

平成 3～7 44  0  44  22  8  0  14  

（1991～1995） 10.2% 0.0% 10.2% 31.4% 11.4% 0.0% 20.0% 

平成 8～12 63  0  63  1  1  0  0  

（1996～2000） 14.6% 0.0% 14.6% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 

平成 13 以降 113  0  113  9  9  0  0  

（2001～） 26.2% 0.0% 26.2% 12.9% 12.9% 0.0% 0.0% 

計 
431  211  220  70  45  11  14  

100.0% 49.0% 51.0% 100.0% 64.3% 15.7% 20.0% 

 

  合計       

    木造 簡平 耐火 

昭和 45 以前 66  2  64  0  

（～1970） 13.2% 0.4% 12.8% 0.0% 

昭和 46～50 91  5  86  0  

（1971～1975） 18.2% 1.0% 17.2% 0.0% 

昭和 51～55 77  5  72  0  

（1976～1980） 15.4% 1.0% 14.4% 0.0% 

昭和 56～60 10  10  0  0  

（1981～1985） 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 

昭和 61～平成 2 5  5  0  0  

（1986～1990） 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 

平成 3～7 66  8  0  58  

（1991～1995） 13.2% 1.6% 0.0% 11.6% 

平成 8～12 64  1  0  63  

（1996～2000） 12.8% 0.2% 0.0% 12.6% 

平成 13 以降 122  9  0  113  

（2001～） 24.4% 1.8% 0.0% 22.6% 

計 
501  45  222  234  

100.0% 9.0% 44.3% 46.7% 

平成 27 年 3 月末現在
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（３）耐用年数の経過状況 

公営住宅、特定公共賃貸住宅 431 戸のうち、既に耐用年数を経過しているのは、簡易

耐火構造住宅全戸の 211 戸で、49.0％を占めています。耐火構造住宅は耐用年数を経

過しておらず、また平成 36 年度でも経過しないため、平成 36 年度においても耐用年数

経過戸数は変わりません。単費住宅は 70 戸のうち、既に耐用年数が経過しているのは

29 戸で、41.4％を占めています。今後建替事業を行わないとすると、5 年後の平成 31

年度で 54.3％、10 年後の平成 36 年度で 65.7％となります。 

町営住宅全体の 501 戸では、既に耐用年数が経過しているのは 240 戸で 47.9％、

今後、建替事業を行わないとすると、5 年後の平成 31 年度で 49.7％、10 年後の平成

36 年度で 51.3％となります。 

 

図 ３-23 耐用年数経過戸数の推移（公営住宅・特公賃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-24 耐用年数経過戸数の推移（単費住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-25 耐用年数経過戸数の推移（全体） 
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（４）入居世帯の特性 

 

a．入居率 

平成 26 年７月現在、公営住宅、特定公共賃貸住宅 431 戸のうち、白樺団地は、政策

空家としており、空き家になっても新規募集はしていません。政策空き家を除く管理戸

数は 415 戸、そのうち入居者は 371 世帯であり、入居率は 89.4％となっています。 

 

表 ３-20 団地別入居世帯数、入居率 

種類 団地名 a.戸数 
b.政策空

家 

c=a-b. 

政策空家

を除く戸

数 

d. 

入居世帯

数 

e=d/a. 

入居率 

f=d/c. 

入居率

（政策空

家除く） 

公営住宅 南町団地 36    36  35  97.2% 97.2% 

・特公賃 旭町団地 32    32  32  100.0% 100.0% 

  中町団地 72    72  69  95.8% 95.8% 

  憩町団地 53    53  26  49.1% 49.1% 

  白樺団地 58  16  42  42  72.4% 100.0% 

  日の出団地 32    32  31  96.9% 96.9% 

  東町団地 64    64  61  95.3% 95.3% 

  東町第２団地 44    44  44  100.0% 100.0% 

  美馬牛団地 4    4  4  100.0% 100.0% 

  大町団地 16    16  15  93.8% 93.8% 

  大町第２団地 12    12  12  100.0% 100.0% 

  北町団地 8    8  0  0.0% 0.0% 

  小計 431  16  415  371  86.1% 89.4% 

単費住宅 南町町営一般住宅 6    6  5  83.3% 83.3% 

  旭町町営一般住宅 6    6  6  100.0% 100.0% 

  西町町営一般住宅 14    14  14  100.0% 100.0% 

  美馬牛町営一般住宅 1    1  1  100.0% 100.0% 

  朗根内町営一般住宅. 2    2  2  100.0% 100.0% 

  美沢町営一般住宅 1    1  1  100.0% 100.0% 

  憩町町営一般住宅 9    9  9  100.0% 100.0% 

  東町町営一般住宅 2    2  2  100.0% 100.0% 

  西町町営一般住宅 3    3  3  100.0% 100.0% 

  宇莫別町営一般住宅 3    3  3  100.0% 100.0% 

  置杵牛町営一般住宅 3    3  3  100.0% 100.0% 

  美田町営一般住宅 3    3  3  100.0% 100.0% 

  西美町営一般住宅 4    4  4  100.0% 100.0% 

  五稜町営一般住宅 2    2  2  100.0% 100.0% 

  俵真布町営一般住宅 3  2  1  0  0.0% 0.0% 

  北瑛町営一般住宅 3    3  3  100.0% 100.0% 

  旭町営一般住宅 4    4  4  100.0% 100.0% 

  二股町営一般住宅 1    1  1  100.0% 100.0% 

  小計 70  2  68  66  94.3% 97.1% 

合計 501  18  483  437  87.2% 90.5% 

平成 26 年 7 月現在、町調べ（中町団地は特公賃を含む） 
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b．高齢世帯、子育て世帯 

公営住宅入居世帯 371 世帯のうち、高齢世帯（世帯の中に 65 歳以上の高齢者のいる

世帯）は 177 世帯、47.7％となっています。団地別にみると、高齢世帯率の高い順に、

日の出 74.2％、白樺 69.0％、中町 59.4％となっています。 

 

表 ３-21 団地別入居世帯の状況（その１） 

種類 団地名 入居世帯数 
高齢者のいる世帯 

60 歳以上 65 歳以上 

公営住宅 南町団地 35  20  15  

・特公賃   100.0% 57.1% 42.9% 

  旭町団地 32  17  14  

    100.0% 53.1% 43.8% 

  中町団地 69  47  41  

    100.0% 68.1% 59.4% 

  憩町団地 26  18  15  

    100.0% 69.2% 57.7% 

  白樺団地 42  33  29  

    100.0% 78.6% 69.0% 

  日の出団地 31  24  23  

    100.0% 77.4% 74.2% 

  東町団地 61  31  24  

    100.0% 50.8% 39.3% 

  東町第２団地 44  8  7  

    100.0% 18.2% 15.9% 

  美馬牛団地 4  2  2  

    100.0% 50.0% 50.0% 

  大町団地 15  6  5  

    100.0% 40.0% 33.3% 

  大町第２団地 12  3  2  

    100.0% 25.0% 16.7% 

  北町団地 0  0  0  

    － － － 

  
小計 

371  209  177  

  100.0% 56.3% 47.7% 

平成 26 年 7 月現在、町調べ（中町団地は特公賃を含む） 
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表 ３-22 団地別入居世帯の状況（その２） 

種類 団地名 入居世帯数 
高齢者のいる世帯 

60 歳以上 65 歳以上 

単費住宅 南町町営一般住宅 5  4  3  

    100.0% 80.0% 60.0% 

  旭町町営一般住宅 6  2  1  

    100.0% 33.3% 16.7% 

  西町町営一般住宅 14  2  2  

    100.0% 14.3% 14.3% 

  美馬牛町営一般住宅 1  0  0  

    100.0% 0.0% 0.0% 

  朗根内町営一般住宅 2  0  0  

    100.0% 0.0% 0.0% 

  美沢町営一般住宅 1  1  1  

    100.0% 100.0% 100.0% 

  憩町町営一般住宅 9  3  2  

    100.0% 33.3% 22.2% 

  東町町営一般住宅 2  0  0  

    100.0% 0.0% 0.0% 

  西町町営一般住宅 3  0  0  

    100.0% 0.0% 0.0% 

  宇莫別町営一般住宅 3  0  0  

    100.0% 0.0% 0.0% 

  置杵牛町営一般住宅 3  0  0  

    100.0% 0.0% 0.0% 

  美田町営一般住宅 3  1  0  

    100.0% 33.3% 0.0% 

  西美町営一般住宅 4  1  0  

    100.0% 25.0% 0.0% 

  五稜町営一般住宅 2  0  0  

    100.0% 0.0% 0.0% 

  俵真布町営一般住宅 0  0  0  

    － － － 

  北瑛町営一般住宅 3  0  0  

    100.0% 0.0% 0.0% 

  旭町営一般住宅 4  1  1  

    100.0% 25.0% 25.0% 

  二股町営一般住宅 1  0  0  

    100.0% 0.0% 0.0% 

  
小計 

66  15  10  

  100.0% 22.7% 15.2% 

合計 
437  224  187  

100.0% 51.3% 42.8% 

平成 26 年 7 月現在、町調べ（中町団地は特公賃を含む） 
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c．世帯人員別世帯数 

公営住宅入居世帯の世帯人員別世帯数は、「単身世帯」が 175 世帯、40.0％と最も

多く、次いで、「２人世帯」、33.9％、「3 人世帯」13.5％となっています。 

 

図 ３-26 種別世帯人員別世帯割合の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-27 世帯種類別世帯人員別世帯割合の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ３-23 世帯人員別世帯数                    （単位：世帯） 

  単身世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人以上 計 

世帯数 

一般世帯 80  71  49  32  18  250  

高齢世帯 95  77  10  3  2  187  

計 175  148  59  35  20  437  

構成比 

一般世帯 18.3% 16.2% 11.2% 7.3% 4.1% 57.2% 

高齢世帯 21.7% 17.6% 2.3% 0.7% 0.5% 42.8% 

計 40.0% 33.9% 13.5% 8.0% 4.6% 100.0% 

平成 26 年 7 月現在、町調べ 
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d．募集、応募の状況 

公営住宅の募集・応募の状況をみると、ここ４ヶ年（平成 22～25 年度）で、93 戸

の公募に対し、応募は 255、倍率 2.74 倍となっています。 

 

表 ３-24 年度別募集・応募の状況 

  H22 H23 H24 H25 合計 

公募戸数 29  19  21  24  93  

応募件数 71  60  38  86  255  

応募倍率 2.45  3.16  1.81  3.58  2.74  

 

 

■課題 

・公営住宅等の役割を再確認し、人口・世帯動態、需要動向等を踏まえ、適切な管理戸数

を設定するとともに、公営住宅、特定公共賃貸住宅、単費住宅を適切に役割分担し、管

理していく必要があります。 

・10 年後には耐用年数を経過するストックが 240 戸となり、これらを全て建て替えると

すると、年平均 25 戸程度の事業量が必要となることから、実現可能な整備手法、プロ

グラムを検討する必要があります。 

・高齢世帯率が高く、誰もが安心して暮らせる住環境の整備を検討する必要があります。 
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５ 空き家の状況 

行政区長及び町内会長等へのヒアリング等により、町内の空き家を調査したところ、下

表のような結果を得ました。このことから町内においては、少なくとも 63 戸以上の空き

家を抱えている実態が把握できました（平成 24 年現在）。 

 

表 ３-25 町内の空き家状況調査 

番号 
集落 

町内会名 
戸数 番号 

集落 

町内会名 
戸数 番号 

集落 

町内会名 
戸数 

番

号 

集落 

町内会名 
戸数 

94 扇町 0 110 本町 2 丁目 3 126 寿町第 2 2 12 福富 0 

95 大町 4 111 本町 3.4 丁目 0 127 南町第 1 2 13 水沢 － 

96 北町 1 112 中町 1 丁目 0 128 南町第 2 0 14 原野 － 

97 花園第一 1 113 中町 2 丁目 4 129 南町第 3 4 15 美沢 0 

98 花園Ｃ － 114 中町 3 丁目 4 130 丸山 1 16 白金 － 

99 憩町第一 0 115 中町 4 丁目 1 1 旭 3 17 藤野 － 

100 憩 0 116 旭町第 1 0 2 北瑛 － 18 新区画 － 

101 憩が丘 1 117 旭町第 2 2 3 大村 － 19 置杵牛 1 

102 西町 1 丁目 1 118 旭町白樺 0 4 美田 － 20 明治 － 

103 西町 2.3 丁目 1 119 錦町 0 5 五稜 1 21 下宇莫別 2 

104 西町 4 丁目 0 120 東町第 1 2 6 二股 － 22 中宇漠別 － 

105 栄町 1 丁目 0 121 東町第 2 0 7 留辺蘂 － 23 上宇漠別 － 

106 栄町 2 丁目 2 122 東町中央 0 8 美馬牛 － 24 横牛 0 

107 栄町 3 丁目 1 123 幸町第 1 1 9 美馬牛市街 6 25 朗根内 － 

108 栄町 4 丁目 4 124 幸町第 2 3 10 新星 1 26 俵真布 3 

109 本町 1 丁目 0 125 寿町第 1 0 11 三愛 1 合計 63 

資料：町調べ 
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４章 町民意向の概要 

 

１ 町民向けアンケート 

 

（１）調査の目的と方法 

 

a．調査の目的 

町民向けアンケート調査は、居住者及び住宅の実態を把握し、住生活基本計画策定の参考とす

ることを目的とします。 

 

b．調査期間 

調査時点を 8 月 1 日現在とし、回収期限を 8 月 29 日としました。 

 

c．配布回収方法 

配布・回収ともに郵送としました。 

 

d．調査対象、質問項目 

美瑛町に居住する公共賃貸住宅入居世帯を除く世帯から1,000世帯を無作為に抽出するとと

もに、公共賃貸住宅全入居世帯（432 世帯）を対象（合計 1,432 世帯）としました。回収数

は 492 票で、回収率は 34.4％となりました。 

質問内容を以下に示します。 

 

表 ４-1 質問項目 

大項目 質問項目 

１）回答者（世帯）の

世帯属性・居住履歴 

・世帯全員の状況（性別・年齢・身体の状況・就業の有無・就業場所） 

・住宅の種類／・家賃（借家の場合） 

・建て方／・居住開始年 

・住まいの面積、建築年 

・以前の住まいの種類／・将来の居住意向 

２）居住する地域 ・居住地域 

３）居住する住宅の部

位別の満足・不満状況 

 

・住宅の満足度（全体） 

・住宅の満足度（部位別） 

・周辺環境の満足度（全体） 

・周辺環境の満足度（部位別） 

４）持ち家に関するこ

と（一般町民のみの回

答） 

・リフォーム・建替の実施状況、理由、内容 

・リフォーム時の問題点 

・耐震改修補助の周知度、耐震改修補助の活用要望 

・リフォーム補助の周知度、リフォーム補助の活用要望 

・将来の住み替え希望、現在の住宅の今後 

５）借家に関すること

（一般町民のみの回

答） 

・住宅を選ぶ際に重視したこと 

・今後の住み替え要望 

・選択の際に活用したもの 

・入居後に困ったこと 

６）高齢者に関するこ

と 

・高齢期に暮らしたい住宅 

・高齢期に不安に思うこと 

７）施策要望 ・町として取り組んでほしい施策 
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（２）家族と住宅について 

 

a．世帯人数 

回答世帯の世帯人数は、多い順に、

「2 人」36.6％、「1 人」24.2％、「3

人」16.3％となっています。 

１～２人の小規模世帯が全体の

60.8％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

b．世帯主の年齢 

回答世帯の世帯主の年齢は、多い順

に、「60 歳代」26.6％、「50 歳代」

20.1％、「70 歳代」18.8％となって

おり、60 歳以上の高齢世帯が全体の

51.7％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．住宅の種類 

回答世帯の住宅の種類は、多い順に、

「持ち家」54.8％、「公営住宅」37.0％、

「民営の賃貸住宅」6.3％となってい

ます。 

 

 

 

 

  

１人 

24.2% 

２人 

36.6% 

３人 

16.3% 

４人 

12.6% 

５人 

7.3% 

６人以上 

3.0% 

30歳未満 

3.4% 30歳代 

9.8% 

40歳代 

15.0% 

50歳代 

20.1% 

60歳代 

26.6% 

70歳代 

18.8% 

80歳以上 

6.3% 

持ち家 

54.8% 

民営の賃貸

住宅 

6.3% 

公的借家 

37.0% 

社宅 

1.2% 

その他 

0.6% 
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d．月の家賃（管理費含む）（一般町民のみの回答） 

回答世帯の月の家賃（管理費含む）は、多

い順に、「３万円～５万円」39.6％、「２万

円未満」26.4％、「5 万円～7 万円」22.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e．住宅の建て方 

回答世帯の住宅の建て方は、「戸建て住宅

（一軒家）」59.5％、「集合住宅で鉄筋コン

クリート造・鉄骨造・ブロック造」34.6％、

「集合住宅で木造」2.9％、「その他（店舗

等の併用住宅など）」2.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

f．住宅の総床面積（一般町民のみの回答） 

回答世帯の住宅の総床面積は、多い順に、

「100～150 ㎡未満」37.8％、「150～

200 ㎡未満」20.7％、「50～100 ㎡未満」

19.6％となっています。 

 

 

 

  

２万円未満 

26.4% 

２万円以上～

３万円未満 

11.3% 

３万円以上～

５万円未満 

39.6% 

５万円以上～

７万円未満 

22.6% 

７万円以上～

９万円未満 

0.0% 

９万円以上 

0.0% 

戸建て住宅

（一軒家） 

59.5% 

集合住宅で

鉄筋コンク

リート造・

鉄骨造・ブ

ロック造 

34.9% 

集合住宅で

木造 

2.9% 

その他（店

舗等の併用

住宅 な

ど） 

2.7% 

50㎡未満 

5.2% 

50～100

㎡未満 

19.6% 

100～

150㎡未満 

37.8% 

150～

200㎡未満 

20.7% 

200～

250㎡未満 

8.5% 

250～

300㎡未満 

3.7% 

300㎡以上 

4.4% 
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g．住宅の建築年（一般町民のみの回答） 

回答世帯の住宅の建築年は、多い順に、「昭和 46～55 年」17.7％、「昭和 56～平成２年」

15.5％、「昭和 45 年以前」12.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h．将来の居住意向（複数回答）（一般町民のみの回答） 

回答世帯の将来の居住意向は、多い順に、「そのままで現在の住宅に住み続けたい」167 件

49.3％、「改修（リフォーム）して、現在の住宅に住み続けたい」71 件 20.9％、「他の住

宅に住み替えたい」53 件 15.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

昭和45年

以前 

12.6% 

昭和46～

55年 

17.7% 

昭和56～

平成2年 

15.5% 平成3～7

年 

12.0% 

平成8～12

年 

11.7% 

平成13～

17年 

8.5% 

平成18年

以降 

9.1% 

不明 

12.9% 

167 

71 

53 

41 

7 

0 50 100 150 200

そのままで現在の住宅に住み続けたい 

改修（リフォーム）して、現在の住宅に住み続けたい 

他の住宅に住み替えたい 

わからない 

建替えて、現在の場所（住宅）に住み続けたい 

（件） 
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（３）現在の住まいについて 

 

a．現在の住宅の総合的な満足度 

現在の住まいについて、現在の住宅の総

合的な満足度は、「満足している」及び「ま

あ満足」（以下、「満足傾向」という）が77.6％、

「やや不満がある」及び「非常に不満がある」

（以下、「不満傾向」という）が 22.4％と

なっています。 

 

 

 

b．住宅の具体的な内容についての満足度 

住宅の具体的な内容に関する 13 項目の満足度を比較すると、「雪の処理」において不

満傾向となっており、その他の項目については満足傾向となっています。 

満足傾向の構成比の多い項目は、多い順に、「敷地の広さ」92.1％、「駐車スペース」

89.6％、「住宅の広さ・部屋数」85.4％となっています。 

また、不満傾向の構成比の多い項目は、多い順に、「雪の処理」52.8％、「高齢者等の

使いやすさ」43.0％、「遮音性や断熱性」39.8％となっています。 

 

  満足 まあ満足 やや不満 非常に不満 合計 

敷地の広さ 273  157  32  5  467  

  58.5% 33.6% 6.9% 1.1% 100.0% 

駐車スペース 290  113  33  14  450  

  64.4% 25.1% 7.3% 3.1% 100.0% 

住宅の広さ・部屋数 238  159  59  9  465  

  51.2% 34.2% 12.7% 1.9% 100.0% 

内装材（床・壁・天井） 154  147  116  50  467  

  33.0% 31.5% 24.8% 10.7% 100.0% 

外装材（外壁・屋根） 154  166  106  40  466  

  33.0% 35.6% 22.7% 8.6% 100.0% 

収納の設備 

  

146  177  112  33  468  

31.2% 37.8% 23.9% 7.1% 100.0% 

台所・浴室の設備 145  161  113  58  477  

  30.4% 33.8% 23.7% 12.2% 100.0% 

便所の設備 155  206  85  25  471  

  32.9% 43.7% 18.0% 5.3% 100.0% 

暖房・給湯の設備 146  195  87  37  465  

  31.4% 41.9% 18.7% 8.0% 100.0% 

遮音性や断熱性 109  169  122  62  462  

  23.6% 36.6% 26.4% 13.4% 100.0% 

高齢者等の使いやすさ 84  172  130  63  449  

  18.7% 38.3% 29.0% 14.0% 100.0% 

住戸内の段差 123  182  124  40  469  

  26.2% 38.8% 26.4% 8.5% 100.0% 

雪の処理 78  147  149  103  477  

  16.4% 30.8% 31.2% 21.6% 100.0% 

満足している 

29.2% 

まあ満足して

いる 

48.4% 

やや不満があ

る 

15.7% 

非常に不満が

ある 

6.8% 
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58.5  

64.4  

51.2  

32.9  

31.4  

31.2  

33.0  

26.2  

33.0  

30.4  

23.6  

18.7  

16.4  

33.6  

25.1  

34.2  

43.7  

41.9  

37.8  

35.6  

38.8  

31.5  

33.8  

36.6  

38.3  

30.8  

6.9  

7.3  

12.7  

18.0  

18.7  

23.9  

22.7  

26.4  

24.8  

23.7  

26.4  

29.0  

31.2  

1.1  

3.1  

1.9  

5.3  

8.0  

7.1  

8.6  

8.5  

10.7  

12.2  

13.4  

14.0  

21.6  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

敷地の広さ 

駐車スペース 

住宅の広さ・部屋数 

便所の設備 

暖房・給湯の設備 

収納の設備 

外装材（外壁・屋根） 

住戸内の段差 

内装材（床・壁・天井） 

台所・浴室の設備 

遮音性や断熱性 

高齢者等の使いやすさ 

雪の処理 

満足 まあ満足 やや不満 非常に不満 
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c．住宅周辺の環境や設備の総合的な満足度 

現在の住まいについて「住宅周辺の環境

や設備の総合的な満足度」は、満足傾向が

77.4％、不満傾向が 22.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

d．住宅周辺の環境や設備の具体的な内容についての満足度 

住宅周辺の環境や設備の具体的な内容に関する 13 項目の満足度を比較すると、全ての

項目において満足傾向となっています。 

満足傾向の構成比の多い項目は、多い順に、「緑などの自然」92.4％、「街並みや景観」

90.2％、「住宅地としての静かさ」86.9％となっています。 

また、不満傾向の構成比の多い項目は、多い順に、「道路・歩道の除雪」41.6％、「飲

食店・娯楽施設」37.0％、「買い物・通院等の利便性」30.1％となっています。 

 

  満足 まあ満足 やや不満 非常に不満 合計 

緑などの自然 226  210  29  7  472  

  47.9% 44.5% 6.1% 1.5% 100.0% 

街並みや景観 172  244  39  6  461  

  37.3% 52.9% 8.5% 1.3% 100.0% 

住宅地としての静かさ 204  207  42  20  473  

  43.1% 43.8% 8.9% 4.2% 100.0% 

広場や公園、子どもの遊び

場 

145  201  87  12  445  

32.6% 45.2% 19.6% 2.7% 100.0% 

医療・福祉施設 103  218  107  28  456  

  22.6% 47.8% 23.5% 6.1% 100.0% 

通勤・通学の利便性 119  211  75  25  430  

  27.7% 49.1% 17.4% 5.8% 100.0% 

買い物・通院等の利便性 104  226  114  28  472  

  22.0% 47.9% 24.2% 5.9% 100.0% 

図書館や集会所等の文化

施設  

123  241  72  15  451  

27.3% 53.4% 16.0% 3.3% 100.0% 

飲食店・娯楽施設 64  213  129  34  440  

  14.5% 48.4% 29.3% 7.7% 100.0% 

周りの道路の整備 123  263  60  17  463  

  26.6% 56.8% 13.0% 3.7% 100.0% 

歩行者の通行の安全性 104  244  95  17  460  

  22.6% 53.0% 20.7% 3.7% 100.0% 

道路・歩道の除雪 77  194  136  57  464  

  16.6% 41.8% 29.3% 12.3% 100.0% 

防犯や安全性 91  246  107  19  463  

  19.7% 53.1% 23.1% 4.1% 100.0% 

  

満足してい

る 

23.1% 

まあ満足し

ている 

54.3% 

やや不満が

ある 

18.3% 

非常に不満

がある 

4.3% 
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47.9  

37.3  

43.1  

26.6  

27.3  

32.6  

27.7  

22.6  

19.7  

22.6  

22.0  

14.5  

16.6  

44.5  

52.9  

43.8  

56.8  

53.4  

45.2  

49.1  

53.0  

53.1  

47.8  

47.9  

48.4  

41.8  

6.1  

8.5  

8.9  

13.0  

16.0  

19.6  

17.4  

20.7  

23.1  

23.5  

24.2  

29.3  

29.3  

1.5  

1.3  

4.2  

3.7  

3.3  

2.7  

5.8  

3.7  

4.1  

6.1  

5.9  

7.7  

12.3  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緑などの自然 

街並みや景観 

住宅地としての静かさ 

周りの道路の整備 

図書館や集会所等の文化施設 

広場や公園、子どもの遊び場 

通勤・通学の利便性 

歩行者の通行の安全性 

防犯や安全性 

医療・福祉施設 

買い物・通院等の利便性 

飲食店・娯楽施設 

道路・歩道の除雪 

満足 まあ満足 やや不満 非常に不満 
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（４）持ち家の方について（一般町民のみの回答） 

 

a．建替えや増改築、リフォームの予定 

建替えや増改築、リフォームの予定

については、多い順に、「予定がない」

63.0％、「リフォームの予定がある」

33.2％、「増改築の予定がある」2.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

b．建替えや増改築、リフォームの内容（複数回答） 

建替えや増改築、リフォームの内容について、お住まいの住宅で行ったことは、多い順に、

「屋根の葺き替え・塗装、外壁の改修・塗装」57 件 29.1％、「トイレ、台所、浴室等の設

備の改善」37 件 18.9％、「内装の模様替え」26 件 13.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．建替えや増改築、リフォームの時期 

建替えや増改築、リフォームの時期

については、多い順に、「それ以降」（５

年以降）38.1％、「２～３年以内」

28.9％、「４～５年以内」23.7％とな

っています。 

 

  

増改築の予

定がある 

2.3% 
リフォーム

の予定があ

る 

33.2% 

建替えの予

定がある 

1.5% 

予定がない 

63.0% 

57 

37 

26 

20 

20 

16 

7 

6 

5 

2 

0 20 40 60

屋根の葺き替え・塗装、外壁の改修・塗装 

トイレ、台所、浴室等の設備の改善 

内装の模様替え 

高齢者・障がい者等に配慮したバリアフリー化 

断熱、防音、結露防止等の性能の改善 

間取りの変更、収納スペースの改善 

基礎、構造等の補強（耐震改修工事等） 

居室や収納スペースの増築 

建物全体の建替え 

その他 

（件） 

１年以内 

9.3% 

２～３年以内 

28.9% 

４～５年以内 

23.7% 

それ以降 

38.1% 
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d．改修（リフォーム）・建て替えをした理由（複数回答） 

改築・建て替えなどについて、改修（リフォーム）、建て替えをした理由は、多い順に、

「傷んでいたから」59 件 33.9％、「高齢者になった時に備えるため」22 件 12.6％、「使

い勝手が悪かったから」18 件 10.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e．改修（リフォーム）を行おうとするときに困っていること（困りそうなこと）（複数回答） 

改修（リフォーム）を行おうとするときに困っていること（困りそうなこと）ことにつ

いては、多い順に、「工事の見積金額（工事費用）の妥当性の判断」67 件 42.7％、「工

事業者の選定」34 件 21.7％、「工事内容や工事方法の妥当性の判断」33 件 21.0％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f．耐震改修工事の補助について 

耐震改修工事の費用の補助については、

多い順に、「制度のことは知らなかった」

76.2％、「制度について知っていた」

21.3％となっています。 

 

  

59 

22 

18 

16 

15 

13 

9 

7 

6 

5 

4 

0 20 40 60 80

傷んでいたから 

高齢者になった時に備えるため 

使い勝手が悪かったから 

寒かったから 

新しく（きれいに）したかったから 

同居家族の構成が変わったから 

耐震性に不安があったから 

狭かったから 

その他 

特になし 

高齢者が同居しているから 

（件） 

67 

34 

33 

10 

7 

6 

0 20 40 60 80

工事の見積金額（工事費用）の妥当性の判断 

工事業者の選定 

工事内容や工事方法の妥当性の判断 

工事に関する照会・相談先 

工事の契約方法 

その他 

（件） 

制度を活用

したことが

ある 

2.1% 

制度につい

て知ってい

た 

21.3% 

制度のこと

は知らな

かった 

76.2% 

その他 

0.4% 



52 

g．耐震改修の実施について 

耐震改修の実施については、多い順

に、「すぐには実施しない」46.1％、

「資金面の条件が許せば耐震改修を

実施する」39.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h．リフォーム費用の補助について 

リフォーム費用の補助については、

多い順に、「制度のことは知らなかっ

た」66.4％、「制度について知ってい

た」28.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i．リフォームの実施について 

リフォームの実施については、多

い順に、「すぐには実施しない」

53.0％、「資金面の条件が許せばリ

フォームを実施する」33.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

  

すぐに耐震改修

を実施する 

4.7% 

すぐには実施し

ない 

46.1% 

資金面の条件が

許せば耐震改修

を実施する 

39.7% 

その他 

9.5% 

制度を活用

したことが

ある 

4.5% 

制度につい

て知ってい

た 

28.7% 

制度のこと

は知らな

かった 

66.4% 

その他 

0.4% 

すぐにリフォー

ムを実施する 

3.8% 

すぐには 

実施しない 

53.0% 

資金面の条件が

許せばリフォー

ムを実施する 

33.8% 

その他 

9.4% 
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j．将来の住み替えについて 

将来の住み替えについては、多い順に、「現在の住宅が気に入っているので、できれば

ずっとこのまま住み続けたい」33.9％、「今は特に考えていないが、将来的に考えなけれ

ばならないと思う」29.0％、「現在住んでいる場所が気に入っているので、現在の住宅を

リフォームしたり、建て替えて現在の場所で住み続けたい」20.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k．住み替える時の現在の住まいについて 

住み替える場合、現在の住宅をどうするかについては、多い順に、「売却して住み替え

の資金とした」51.0％、「子供に譲り、住まわせたい」16.7％、「その他」12.5％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実際に住み替えを考え

ている 

3.2% 
住み替えたいが、なか

なか実現しにくいと思
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9.3% 

今は特に考えていない

が、将来的に考えなけ

ればならないと思う 

29.0% 

現在の住宅が気に入っ

ているので、できれば

ずっとこのまま住み続

けたい 

33.9% 

現在住んでいる場所が

気に入っているので、

現在の住宅をリフォー

ムしたり、建て替えて

現在の場所で住み続け

たい 

20.6% 

その他 

4.0% 

とりあえず空き

家のままにして

おく 

10.4% 

子供に譲り、住

まわせたい 

16.7% 

売却して住み替

えの資金とした 

51.0% 

賃貸住宅として

家賃を得たい 

9.4% 

その他 

12.5% 
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（５）借家の方について（一般町民のみの回答） 

 

a．現在の住宅を選ぶ際に重視したこと（複数回答） 

現在の住宅を選ぶ際に重視したことについては、多い順に、「手頃な家賃」22件20.2％、

「部屋の広さ」18 件 16.5％、「買い物、通勤などの利便性」16 件 14.7％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．住み替える場合の住宅（持ち家に住み替える場合） 

今後、持ち家に住み替える場合、探

す住宅については、多い順に、「新築

の一戸建て住宅」57.1％、「中古の一

戸建て住宅」28.6％、「新築のマンシ

ョンなどの共同住宅」10.7％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

c．住み替える場合の住宅（借家に住み替える場合） 

今後、借家に住み替える場合、探す

住宅については、多い順に、「民間の

賃貸住宅（マンションなどの共同住

宅）」36.4％、「民間の賃貸住宅（一

戸建て）」33.3％、「町営・道営の賃

貸住宅」30.3％となっています。 

 

  

22 

18 

16 

15 

12 

11 

8 

7 

0 10 20 30

手頃な家賃 

部屋の広さ 

買い物、通勤などの利便性 

周辺環境の良さ 

その他 

設備等の新しさ 

子どもにとっての利便性（通学など） 

日照や風通しなど居住環境の良さ 

（件） 

新築の一戸

建て住宅 

57.1% 

新築のマン

ションなど

の共同住宅 

10.7% 

中古の一戸

建て住宅 

28.6% 

中古のマン

ションなど

の共同住宅 

3.6% 

民間の賃貸住宅

（一戸建て） 

33.3% 

民間の賃貸住宅

（マンションな

どの共同住宅） 

36.4% 

町営・道営の賃

貸住宅 

30.3% 

社宅、官舎等の

給与住宅 

0.0% 
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d．今の住宅を選んだ際に活用したもの（複数回答） 

今の住宅を選んだ際に活用したものについては、多い順に、「知人の紹介」15件26.8％、

「仲介業者による紹介」14 件 25.0％、「勤務先の紹介」12 件 21.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e．実際に入居してから困ったこと（複数回答） 

今の住宅に実際に入居してから困ったことは、多い順に、「寒さや暖房費」30件27.3％、

「結露」20 件 18.2％、「駐車場の雪」13 件 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 

14 

12 

7 

4 

4 

0 5 10 15 20

知人の紹介 

仲介業者による紹介 

勤務先の紹介 

その他 

インターネット 

住宅情報誌 

（件） 

30 

20 

13 

11 

9 

7 

7 

5 

4 

3 

1 

0 

0 10 20 30 40

寒さや暖房費 

結露 

駐車場の雪 

住戸間の音 

その他 

駐車場所 

なし 

室内の段差 

広さや間取り 

防犯性 

立地条件 

シックハウス 

（件） 
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（６）高齢者に関することについて 

 

a．高齢期に住みたい住宅 

高齢者の場合、あるいは高齢になったときに暮らしたい住宅については、多い順に、「今

の住宅に住み続けたい」43.6％、「ケア付きの住宅」19.8％、「高齢者向けにつくられた

賃貸住宅」15.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．高齢期の生活で不安なこと（複数回答） 

高齢期の生活をするときの不安については、多い順に、「災害や緊急時における対応が

不安」164 件 15.1％、「一人暮らしになると何となく心細い」163 件 15.1％、「住宅費

の支払いが不安」122 件 11.3％となっています。 
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高齢期の生活に適した住宅ではない 

福祉施設や医療施設の利用が不便 

高齢期の生活に適した住環境ではない 

住まいの確保が不安 

行政サービス施設の利用が不便 

近所に親戚や知り合いがいない 

働きたいが、仕事が見つからない 
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気軽に話をしたり、相談する相手がいない 

近所付き合いや参加できる地域活動がない 

（件） 
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（７）今後の住宅関連施策の展開方向 

町として取り組んむべき住宅関連施策の項目は、1 位集計の構成比をみると、多い順に、

「高齢者向けの住宅の供給」75 件 22.6%、「高齢者、障がい者などのための家賃補助」

39 件 11.7％、「高齢者、障がい者などのための住宅改造支援」及び「空き家・空き地対

策」がともに、27 件 8.1%となっています。 

また、ポイント換算での構成比をみると、多い順に、「高齢者向けの住宅の供給」549

ポイント 12.3%、「高齢者、障がい者などのための家賃補助」432 ポイント 9.7％、「高

齢者、障がい者などのための住宅改造支援」430 ポイント 9.7％となっています。 

 

 

１位とされた施策の項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75 
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27 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

高齢者向けの住宅の供給 

高齢者、障がい者などのための家賃助成 

高齢者、障がい者などのための住宅改造支援 

空き家・空き地対策 

子育て世帯向けの賃貸住宅の供給 

商店街の活性化など商業機能の利便性向上 

老朽化した公営住宅の建替等、公営住宅の供給 

美しい景観づくりのためのルールづくり 

新婚、ファミリー世帯への家賃助成 

住宅新築に対する支援 

住宅・住環境に係る情報提供、相談窓口の設置 

その他 

住宅取得・建替のための融資等の支援 

利便性の高いまちなか居住の推進 

農業従事者等向けに農村部・郊外部での賃貸住宅等の… 

住宅の耐震診断・補強に対する支援 

都市施設、公共施設整備 

民間借家建設に対する支援制度の創設 

中古住宅購入に対する支援 

新たな宅地の分譲 

環境負荷の少ない住宅・住環境づくり 

（件） 
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ポイント換算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ポイント換算：１位を 5 ポイント、２位を 4 ポイント、３位を 3 ポイント、４位を 2 ポイント、５位を 1 ポイント

とした場合 
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商店街の活性化など商業機能の利便性向上 

子育て世帯向けの賃貸住宅の供給 

新婚、ファミリー世帯への家賃助成 

美しい景観づくりのためのルールづくり 

利便性の高いまちなか居住の推進 

都市施設、公共施設整備 

農業従事者等向けに農村部・郊外部での賃貸住宅等の… 

住宅新築に対する支援 

住宅・住環境に係る情報提供、相談窓口の設置 

住宅の耐震診断・補強に対する支援 

住宅取得・建替のための融資等の支援 

環境負荷の少ない住宅・住環境づくり 

中古住宅購入に対する支援 
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民間借家建設に対する支援制度の創設 

新たな宅地の分譲 

（ポイント） 
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２ 町民ワークショップ会議 

 

（１） ワークショップ会議の目的 

本ワークショップ会議は、住生活基本計画において今後重要と考える課題、施策等につ

いて、課題を解決するための町民のアイディアや自身がもし自分が行政側の立場だった

ら、どのような施策を実施するかというアイディアを出してもらうことを目的に行いま

す。 

 

（２） 会議の方法 

日 時：平成 26 年 10 月 29 日（水）18:00～20:05 

場 所：美瑛町役場３階会議室 

参加者：町民 23 名、策定委員 9 名、事務局 3 名、コンサルタント 2 名、委員長 

計 38 名 

内 容：「住生活基本計画」の内容に即した 5 つのお題（テーマ）に対し、5 班に分

かれてブレーンストーミングによるアイディア出しを行う。出されたアイデ

ィアを整理し、班のメンバーで全体のコンセプトを共有したのち、それをひ

と言で表すキャッチフレーズを作る。最後に各班の発表会を行う。 

 

（３） 参加者からの提言 

ワークショップによりとりまとめた各班の意見概要を以下に示します。これらの意見

は参加者からの貴重な提言として捉え、住生活基本計画や今後の推進計画、設計等に反

映させるよう努めます。 

 

a．新しい公営住宅団地のイメージ ～白樺団地の建て替えをモデルに～（１班） 

・新しい団地は、若者から高齢者まで多様な世帯が混在するミックスコミュニティを形成

するべき。 

・住宅は低層とし、例えば１Ｆは高齢者、２Ｆ以上は若者が入居するなど、若者が高齢者

を見守る環境をつくりたい。 

・現在の団地は緑が少ないので、沢山植樹し、公園の中の団地のイメージにしたい。樹種

は管理の手間が少ないよう白樺等の針葉樹を使う。 

・良好なコミュニティ形成のため、集会所等の交流スペース、家庭菜園、公園を整備して

ほしい。公園は冬期には雪捨て場に活用する。 

・木を使い色彩を統一したおしゃれな外観にしてほしい。木は地場産材を使い、地元企業

で木を使った可動間仕切りのシステム化、商品化を行う。 

 

b．美瑛らしい木のいえとは（２班） 

・木は、黒ずんだり音が響いたり手間がかかったりするが、心を癒してくれる。美瑛の木

材は優れている。 

・玄関ドアに木を使う、バリアフリーを取り入れるなど、美瑛にふさわしい基準をつくり、

モデルハウスを造ったり、補助制度を設けたりしてはどうか。 
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・美瑛らしい環境とは、庭、花壇、菜園がある美しい木造で、周りに木があるイメージ。 

・美瑛らしい住宅とは、高気密・高断熱、換気の考え方が整理され、木のぬくもりや癒し

がある温かい家。むろ付き。 

・屋根については、三角屋根が美しいという意見と、雪が落ちない無落雪屋根の双方の意

見がある。 

 

c．高齢・子育て期世帯の住まい（３班） 

・仕事場がないと始まらない。会社や社宅を誘致してはどうか。公営住宅ばかりではなく、

民間の住宅も重要。 

・田舎ぐらしのよさ、まちなかぐらしのよさがあれば、家の造りは気にしない。 

・仲のよい町内会、老若のバランスが取れた町内会。 

・2 階建て住宅を高齢者・子育て世代がシェア。町外の若者と高齢者がホームシェア。 

・パブ、定食屋、生協宅配の受取所などをたまり場、サロンに。 

・町営バスのネットワークを利用して、ご用聞きサービスを。外出支援も。 

・かつてはやりがいの町だった。これからが心配。 

 

d．空き家・空き地のかしこい使い方（４班） 

・今後、美瑛町には、医療、バス・タクシー、出張スーパー等が必要になります。 

・市街地の空き家は、駐車場、菜園等に活用してはどうか。空き地の草刈りは町で行って

ほしい。 

・また町で空き家・空き地を買い取る、又は借り上げるかし、活用する方策を検討してほ

しい。 

・家具等はそのままに農家住宅を改修し、新規就農者用住宅やシェアハウスとしてはどう

か。 

・美瑛には不動産業者がないので、情報提供の方法を考えてほしい。 

・景観の良い地区の危険な空き家は解体してほしい。 

 

e．住まいと雪問題（５班） 

・雪は踏み固まると滑る、老若男女問わずやっかいものです。相互扶助の精神が必要です。 

・土地が狭く捨て場がない、屋根からの落雪の危険性、高齢者にとって除雪は大変で独居

老人宅の除雪が心配等に困っています。 

・流雪溝は、時間が決められており大変。 

・農家から除雪技術を受け継ぎ、冬場の雇用対策としてはどうか。 

・町内会でボランティアの集団組織化。 

・雪像づくりなど、子どもも遊びに活用したい。 
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当日の様子 
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５章 基本目標 

 

１ 基本理念 

美瑛町は、まちづくりの最上位計画である「美瑛町まちづくり総合計画」を策定し、そ

の中で将来の目標、その目標の実現に向けた諸施策の方向を示しています。 

本計画は、「第２章 施策の大綱」の「第３節 活きいきとした暮らしづくりのために」

との整合性を図り、基本理念を以下のように定めます。 

 

基本理念 

活きいきとした暮らしを実現する住環境の創造 

 

２ 基本目標 

基本目標は、基本理念をもとに以下の４つに設定します。 

 

（環境共生） 

目標１ 美瑛の風土に根ざした良質な住環境の形成 

 

 

 

（セーフティネット） 

目標２ だれもが住み続けることができる住環境の形成 

 

 

 

（居住性能向上） 

目標３ 快適で安全安心な住環境の形成 

 

 

 

（地域性） 

目標４ 需要に応じて住み替え可能な住環境の形成 
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３ 基本フレーム 

 

（１）将来人口の設定 

美瑛町の総人口は、平成 22 年国勢調査で 10,956 人です。15 年間（平成 7～22 年）

の推移をみると９％の減少となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所による推計値（コーホート要因法）では、平成 27 年度

における人口を 10,263 人、平成 32 年度における人口を 9,558 人、平成 37 年度に

おける人口を 8,817 人と推計しています。 

そのため、本計画における目標年度の平成36年度の人口を約9,000人と想定します。 

 

図 ５-1 将来人口の想定 

 

 

（２）将来世帯人員の推計 

将来世帯数は、平成２年度から 22 年度までの世帯人員を基に、平成 36 年度の世帯人

員を推計して算出します。 

世帯人員の推計結果は下表の通りとなり、最も決定係数が高いルート式による推計値

（2.31 人／世帯）を平成 36 年度の世帯人員として設定します。 

 

表 ５-1 関数式の当てはめによる将来世帯人員の推計        （単位：人／世帯） 

    国勢調査 推計値 

  決定係数 H２ H７ H12 H17 H22 H27 H32 H36 

直線式 0.96834  3.17  2.92  2.78  2.68  2.55  2.37  2.22  2.10  

分数式 0.82932  3.17  2.92  2.78  2.68  2.55  2.67  2.66  2.66  

ルート 0.99756  3.17  2.92  2.78  2.68  2.55  2.46  2.37  2.31  

対数 0.97443  3.17  2.92  2.78  2.68  2.55  2.55  2.51  2.48  

べき乗 0.96257  3.17  2.92  2.78  2.68  2.55  2.56  2.52  2.50  

指数 0.97841  3.17  2.92  2.78  2.68  2.55  2.40  2.28  2.18  

修正指数 0.89181  3.17  2.92  2.78  2.68  2.55  2.15  1.76  1.37  

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ 0.91050  3.17  2.92  2.78  2.68  2.55  2.24  1.98  1.77  

ｺﾞﾝﾍﾟﾙﾂ 0.90158  3.17  2.92  2.78  2.68  2.55  2.20  1.90  1.63  

  

12,106  11,902  
11,628  

10,956  

10,263  

9,558  
9,000  

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

H7 H12 H17 H22 H27 H32 H36

(単位：人） 
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図 ５-2 将来世帯人員の想定 

 

 

（３）将来世帯数の推計 

先ほど設定した平成 36 年度の人口 9,000 人をこの 2.31 人／世帯で割り返すと、平

成 36 年度の世帯数は約 3,900 世帯となります。 

また、過去の推移から、住宅に居住する一般世帯率を 98％と想定すると、平成 36 年

度に住宅に居住する一般世帯数は約 3,810 世帯となります。 

なお、これらの推計は平成 22 年度までの統計をもとにしており、今後の社会情勢、美

瑛町のまちづくりの状況などにより変わる可能性があります。 

 

表 ５-2 将来人口・世帯数及び住宅に居住する一般世帯の設定 

  H7 H12 H17 H22 H27 H32 H36 

a.人口 12,106  11,902  11,628  10,956  10,263  9,558  9,000  

b.世帯規模 2.92  2.78  2.68  2.55  2.46  2.37  2.31 

c=a/b.世帯数 4,140  4,285  4,342  4,301  4,180  4,040  3,900  

d.住宅居住世帯率 0.96  0.98  0.98  0.98  0.98  0.98  0.98  

e=c*d.住宅に住む一般世帯 3,994  4,217  4,254  4,234  4,080  3,940  3,810  

 

図 ５-3 将来世帯数の設定 
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（４）住宅所有関係別世帯数の設定 

平成 7～22 年国勢調査における住宅所有関係別世帯数構成比の推移を勘案し、平成

36 年における住宅所有関係別世帯数の割合を、持ち家 73％、借家 27％と想定します。 

借家のうち、公的借家については過去の趨勢を踏まえ、住宅に住む一般世帯の 12％を

見込み、約 460 世帯と設定します。 

 

表 ５-3 住宅所有関係別世帯数の想定 

      H7 H12 H17 H22 H27 H32 H36 

住宅に住む一般世帯 3,994  4,217  4,254  4,234  4,080  3,940  3,810  

  
  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 

  持ち家 2,875  3,014  3,064  3,109  2,980  2,880  2,780  

      72.0% 71.5% 72.0% 73.4% 73% 73% 73% 

  借家 1,097  1,168  1,150  1,092  1,100  1,060  1,030  

    
 

27.5% 27.7% 27.0% 25.8% 27% 27% 27% 

    公的借家 469  475  489  456  490  470  460  

      11.7% 11.3% 11.5% 10.8% 12% 12% 12% 

    民借・給与 628  693  661  636  610  590  570  

      15.7% 16.4% 15.5% 15.0% 15% 15% 15% 

  間借り 22  35  40  33  0  0  0  

      0.6% 0.8% 0.9% 0.8% 0% 0% 0% 
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６章 住宅施策の展開方向 

 

目標 展開方向 主要施策 

（環境共生） 

目標１ 

美瑛の風土に根ざし

た良質な住環境の形

成 

（１）木のいえづくりの推

進 

a.町営住宅の木造化、内装木質化の促進 

b.地場産材の安定供給方策の検討 

（２）環境に調和した美し

い景観の住環境づくり 

a.景観条例に基づく市街地景観形成の推進 

b.北海道環境共生公共賃貸住宅整備指針に基づく町営

住宅の建設 

c.北国にふさわしい住宅の建設促進 

（３）低炭素社会に向けた

住宅の整備促進 

a.環境負荷の少ない住宅づくり 

b.地域資源を有効活用した地域内循環システムの構築 

（セーフティネット） 

目標２ 

だれもが住み続ける

ことができる住環境

の形成 

（１）高齢世帯向けの住環

境の整備 

a.高齢者福祉住宅の維持管理 

b.高齢者に配慮した公営住宅の整備 

c.生活支援施設の充実 

（２）子育て世帯向けの住

環境の整備 

a.子育て環境に配慮した公営住宅の整備 

b.ミスマッチ解消のための住み替えの仕組みづくり 

（３）だれもが暮らしやす

い住環境の整備 

a.住宅におけるユニバーサルデザインの普及促進 

b.町営住宅入居者の適正管理 

c.町営住宅入居者の住み替えの検討 

（居住性能向上） 

目標３ 

快適で安全安心な住

環境の形成 

（１）町営住宅の整備・適

正管理 

a.長寿命化計画に基づく適正な活用の推進 

b.町営住宅における全面的改善、個別改善の実施 

（２）快適で安全で安心な

住宅の形成 

a.住宅の耐震化の促進 

b.住宅リフォームの推進 

（３）空き地・空き家の有

効活用 

a.空き地・空き家活用の推進 

b.危険な空き家の撤去の促進 

（地域性） 

目標４ 

需要に応じて住み替

え可能な住環境の形

成 

（１）まちなか居住の推進

と定住住宅地の確保 

a.まちなか居住の推進 

b.美馬牛団地の販売促進 

（２）住宅に関する情報提

供 

a.空き家バンク等、情報提供の仕組みづくり 

b.相談窓口、相談体制の充実 

（３）農村地域における定

住促進 

a.単費住宅の有効活用 

b.移住促進 
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１ 美瑛の風土に根ざした良質な住環境の形成 

 

（１）木のいえづくりの推進 

 

a．町営住宅の木造化、内装木質化の促進 

美瑛町は「美瑛町地域材利用推進方針」を策定し、当方針において、地域材の利用促進

を図るため、これまで非木造を指向してきた過去の考え方を抜本的に転換し、公共建築物

については可能な限り木造又は内装木質化を図る考えを示しています。 

公営住宅北町団地は、当初耐火構造２階建て、４棟 32 戸の団地として計画し、平成

26 年度現在、１号棟 8 戸の建設に着手していますが、２号棟以降については木造の団地

として見直すこととします。 

また、今後、新たに建替え等で新築する際は、可能な限り木造又は内装木質化を推進す

ることとします。 

 

（以下、「美瑛町地域材利用推進方針」より一部抜粋） 

第１ 公共建築物における地域材の利用の促進の基本的方向 

公共建築物の整備においては、過去、国の施策によって森林資源の枯渇への懸念や不燃化の徹底等か

ら木材の利用が抑制された時期があり、現在に至っても木材の利用は低位にとどまっている。 

このため、非木造を指向してきた過去の考え方を抜本的に転換し、公共建築物については可能な限り

木造又は内装木質化を図るとの考え方の下で、以下の基本的方向に沿って公共建築物における地域材の

利用の促進を図るものとする。 

 

第２ 公共建築物における地域材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 

１ 地域材の利用を促進すべき公共建築物 

（１）町が整備する公共の用又は公用に供する建築物 

これらの建築物には、広く一般の利用に供される学校、社会福祉施設（老人ホーム、保育園等）、病

院・診療所、運動施設（体育館、水泳場等）、社会教育施設（図書館、公民館等）、公営住宅等の建築物

のほか、町の事務・事業又は職員の住居の用に供される庁舎、町職員住宅等が含まれる。 

 

 

b．地場産材の安定供給方策の検討 

地場産材の活用促進を図るため、良質な地域木材の安定的な供給、良質な木造住宅を供

給する仕組みづくりや地域材を活用した住宅の建設支援を進めます。 

また、関連地域産業（原木供給者、製材工場、プレカット工場、建材流通事業者、設計

事務所、中小工務店）の連携による地元完結型の生産体制確立の可能性の検討や、地場産

材を活用したモデル住宅の整備による啓発普及、さらには町の地域振興策の一環として、

地元企業による住宅を建築・改修・住宅に付属するもので地場産材を活用した際、町民に

対し補助制度の創設について検討します。 
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（２）環境に調和した美しい景観の住環境づくり 

 

a．美瑛景観条例に基づく市街地景観形成の推進 

町では「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」を定め、平成 15 年 7 月から施行してい

ます。この条例は、美瑛のすばらしい景観を地域資源として町民みんなの共有財産である

ことを認識し、その保全と形成に向け、町民、町、事業者が相互に協力して｢住み良い郷

土｣｢魅力ある郷土｣を創造するために制定されたものです。 

今後の市街地整備においても、この条例に基づき推進します。 

 

b．北海道環境共生公共賃貸住宅整備指針に基づく町営住宅の建設 

北海道では平成 12 年に「北海道環境共生公共賃貸住宅整備指針」を策定し、その普及

を図っています。今後の町営住宅の整備に当たっては、本指針に準拠した環境共生型の団

地づくりを目指します。 

 

図 ６-1 北海道環境共生公共賃貸住宅整備指針における環境共生イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．北国にふさわしい住宅の建設促進 

北方型住宅は、北国の気候風土に適した性能・設備を備え、まちなみとの調和にも配慮

した、快適な居住空間や北国の住文化を創造する質の高い住宅です。特に北方型住宅ＥＣ

Ｏは、従来の北方型住宅よりも断熱・気密性能が高い住宅です。 

本町としても、北海道が主催する北方型住宅やリフォームに関するフェアなどに参加す

るほか、北方型住宅の建設を促進し、美瑛町の気候風土にふさわしい住宅の普及に取り組

みます。 
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（３）低炭素社会に向けた住宅の整備促進 

 

a．環境負荷の少ない住宅づくり 

クリーンエネルギーの活用を積極的に行い、地球規模の環境問題に配慮した生活と美瑛

の美しい景観や環境にやさしいまちづくりを推進することを目的に、美瑛町に住宅を新築

する際や既存の住宅に太陽光発電システムを設置する方に対し、費用の一部を助成してい

ます。 

現在行っている太陽光発電システム設置への支援以外でも、家庭から排出される温室効

果ガスの削減に寄与し、さらに住宅施策に関連するような新エネルギー、省エネルギー、

廃棄物削減等に関連する環境関連機器、設備、工法等の導入に対して積極的に支援を検討

していきます。 

 

表 ６-1 太陽光発電システム設置助成事業の概要 

事業目的 自らが居住する住宅に太陽光発電システムを設置するものに対し、設置費の一部を

助成する事で、クリーンエネルギーの活用を積極的に行い、地球規模の環境問題に配

慮した生活と、環境にやさしいまちづくりの推進を目的とする。 

実施期間 平成２５年度～ 

補助金額 太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力に(ｋｗ表示と

し、小数点以下第３位を)１ｋｗ当たり７万円を乗じた額(千円未満切捨て)とし、２１

万円を上限とする。 

対象要件 ①太陽光発電システムを設置する際は、美瑛の美しい景観を守り育てる条例に配慮す

ること。 

②建築基準法その他関係する法令を遵守すること。 

③助成事業等の内容の変更、中止、廃止をする場合は、町長の承認を受けること。 

④助成事業等が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業等の遂行が困難となった

場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること 

⑤その他町長が必要と認めること。 

補助対象者 ①美瑛町に住所を有し、自らが居住する一戸建ての住宅(床面積の２分の１以上に相当

する部分が自己の居住の用に供されているもの)に太陽光発電システムを設置する

者で、申請時に太陽光発電システムに関する工事が未着工のもの。 

②町税等を滞納していない者。 

 

b．地域資源を有効活用した地域内循環システムの構築 

バイオマスは有機物であることから二酸化炭素の量は増加しない｢カーボンニュートラ

ル｣という特性を持っています。従って、このバイオマスを化石系燃料に代替させること

によって、地球温暖化ガスの一つである二酸化炭素の発生量を抑制することができること

から、地球温暖化防止対策の有効な手段の一つとされています。 

町の資源エネルギー施策と連動した熱源供給として、再生可能エネルギーである林地残

材等の地域資源を有効に活用し、脱化石燃料による地球温暖化対策に貢献するとともに、

森林整備からチップ製造及び供給を目指し、地域内循環システムの構築を図るため木質バ

イオマス燃料製造施設及び熱源供給施設の整備を進め、さらには地熱利用、太陽光発電の

導入についても検討します。 
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２ だれもが住み続けることができる住環境の形成 

 

（１）高齢世帯向けの住環境の整備 

 

a．高齢者福祉住宅の維持管理 

美瑛町では、高齢単身者向けの住宅として高齢者福祉住宅（月額使用料 5,000 円、電

気・水道・共益費別）を管理しています。現在、南町高齢者福祉住宅（定員 20 人）と西

町高齢者福祉住宅（定員 15 人）があります。これらの住宅は引き続き適切に維持管理し

ていくとともに、需要等を勘案し新たな供給についても検討します。 

 

  

南町高齢者福祉住宅 西町高齢者福祉住宅 

 

b．高齢者に配慮した公営住宅の整備 

美瑛町では、高齢単身者向けの住宅として高齢者福祉住宅を供給していますが、進行

する高齢化に対応し公営住宅についても高齢者向けの住宅を確保することとします。 

当面、白樺団地の更新において、その一部を全面的改善することにより規模の小さい

住戸を確保し、高齢単身者又は高齢夫婦世帯向けに特目指定するなどの配慮を検討しま

す。 

 

c．生活支援施設の充実 

シルバーハウジング・プロジェクトは、従来の整備手法では専用設備に係る整備負担

が大きいこと、LSA への負担の集中、シルバーハウジング入居者に限定したサービス提

供のあり方等について、課題が明確になってきており、北海道では、これらの課題に対

応した多様なシルバーハウジング供給手法について検討を進め、シルバーハウジングの

新たな事業展開の枠組みを定めています。 

平成 16 年度策定の美瑛町住宅マスタープランにおいても、シルバーハウジング・プロ

ジェクトの制度によらず、既存のシステムやサービスの組み合わせにより、シルバーハ

ウジングと変わらないサービスや安心感を提供する見守りサービス等の仕組みづくりに

ついて検討を進めることとしていましたが、現在のところ、そうした仕組みづくりは実

現していないことから、引き続き検討を行うこととします。  
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（２）子育て世帯向けの住環境の整備 

 

a．子育て環境に配慮した公営住宅の整備 

今後の公営住宅団地の整備にあたっては、特定階層を集めるのではなく、子育て世帯

を含め多様な世帯が混在して生活できるミックスコミュニティを形成するよう、１ＬＤ

Ｋ、２ＬＤＫ、３ＬＤＫ等の型別供給戸数のバランスに配慮します。 

今後、建替事業を予定している白樺団地の整備に当たっては、一部を全面的改善、残

りを建替えとし、全面的改善住棟は高齢単身又は高齢夫婦向けの小規模な住宅、建替え

住棟は子育て世帯向けに２ＬＤＫ以上を確保すること等を検討します（全面的改善の場

合、ユニバーサルデザインや次世代省エネ基準等、新築と同様の居住性能を確保するの

は困難ですが、バリアフリー化や新省エネ基準対応等、一定の性能を確保した上で、建

替えほど家賃は上がりません）。 

また、近年北海道では、入居者を子育て世帯に限定し、子育てに適した間取りを持つ

住宅の整備を行うなど、子育て世帯に配慮した道営住宅の整備を推進しており、こうし

た取り組みについて、町営住宅での仕組みづくりについて検討を進めます。 

 

b．ミスマッチ解消のための住み替えの仕組みづくり 

持ち家に住む高齢者世帯は子どもが独立することなどにより、夫婦または単身で住む

には規模の大きい住宅に住んでいる場合が多く、除排雪など住宅の維持管理が過度の負

担と感じています。また、子育て世帯では、経済的負担や子育てに適した住宅の不足等

から比較的規模の小さな住宅に住んでいる場合がみられます。 

こうした住宅と居住のミスマッチを解消するため、住み替えの仕組みづくりや民間住

宅の情報提供の仕組みづくりに取り組んでいくこととします。 

利便性の高いまちなかに単身又は夫婦での居住に対応する規模の小さめの高齢者向け

賃貸住宅などを整備し、広い持ち家や郊外部に居住する高齢世帯の住み替えを進めます。 

まちなかに住み替えた高齢者の持ち家を、空き家情報として登録し、低廉で良質な賃

貸住宅として子育て世帯などに転貸する仕組みについて検討します。 

 

（３）だれもが暮らしやすい住環境の整備 

 

a．住宅におけるユニバーサルデザインの普及促進 

北海道では、平成 17 年１月に「ユニバーサルデザインの視点に立った公営住宅整備の

手引き」を策定し、ユニバーサルデザインの普及に取り組んでいます。特に今後の道営

住宅の整備については全戸、ユニバーサルデザイン対応とすることとしています。 

美瑛町においても、近年整備された旭町団地はユニバーサルデザインに対応していま

す。今後の公営住宅の整備に当たっては、道の指針に準拠したユニバーサルデザイン住

宅の整備を促進するとともに、その内容を広くＰＲし、民間住宅に対する啓発普及を図

ります。 
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図 ６-2 通常のプランとユニバーサルデザインモデルプランの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．町営住宅入居者の適正管理 

公営住宅は公費を投入して建設され、その特性である家賃の低廉さも公費により補填さ

れています。公営住宅法において、入居者は収入基準以下であることが求められています。 

また、空き家があまりない状況を踏まえ、民間賃貸住宅に居住することが可能な収入超

過者、家賃滞納者等に対する適切な対応が必要となっています。 

これらのことから、きめの細かい入居者対応を心掛けるとともに、収入超過者に対して

は明け渡しの努力義務の周知や、滞納者に対しては家賃の納入を強く求めるなど更なる対

応を進めます。 

 

c．町営住宅入居者の住み替えの検討 

町営住宅にはさまざまな面積の住宅があり世帯人数も多様ですが、住戸面積と世帯人

数を比較すると、入居後の世帯人数の変動や高齢化、身体の状況変化により、住み替え

が必要となることがあります。このため、世帯人数に応じた住戸等への住み替えシステ

ムの構築について検討します。 

例えば、入居している世帯の家族数を的確に把握し、空住戸が発生した場合に、最低

居住水準を満たす住宅へ誘導する必要があります。また、高齢者の方が、エレベーター

のない住棟の２階に住んでいて、身体機能の低下により、階段の昇降に支障をきたす場

合などに、１階における空住戸の発生に併せて住み替えを推進する必要もあると考えら

れます。 
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３ 快適で安全安心な住環境の形成 

 

（１）町営住宅の整備・適正管理 

 

a．長寿命化計画に基づく適正な活用の推進 

町営住宅（公営住宅、特定公共賃貸住宅、単費住宅）の活用については、既存ス

トックの活用方針を定めた「美瑛町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画的に

実施してきました。長寿命化計画は、5 年毎の見直しが必要なことから、住生活基

本計画の策定に併せて見直しを行い、公営住宅の建替え・改善、維持管理、用途廃

止などを検討し、改善事業や修繕を計画的に実施します。 

老朽化している簡易耐火構造住宅の建替えは継続的に進めることとし、整備中の

北町団地に続き、白樺団地、日の出団地の更新に着手します。 

建替えにあたっては、公営住宅全体の質の向上を図るため、ユニバーサルデザイ

ン化、木造化・内装木質化、環境共生等に取り組んでいきます。また、建替事業に

ついて、更に効率的に進めるために、買取・借上・ＰＦＩ型借上等、民活型方式の

導入について検討します。 

 

表 ６-2 直接供給及び民活型の助成制度の概要 

整備方式 建設費等 
補  助 

家賃の低廉化に要する費用に対する助成 

家賃対策助成 
助成額 交付期間 

直接供給方式 公共に対して公営住宅建

設費の概ね45％ 
助成額 ＝ （近傍同種家賃

－入居者負担基準額）×補

助対象月数×概ね45％ 

※借上月割額が近傍同種

の家賃の額を下回る場合

は、上記の額から（近傍同

種の住宅の家賃の額－借

上月割額）×補助対象月数

を控除した額 

土地を購入：20年間 
公有地を活用：10年間 

買取方式 

借上方式 民間事業者に対して共同

施設整備費等の2/3 
（うち国概ね45％） 

借上期間に応じて交付される

（上限20年間） 

PFI型借上方式 民間事業者に対して公営

住宅建設費の概ね45％ 

（公共経由） 

助成額 ＝ （近傍同種家賃

－入居者負担基準額）×補

助対象月数×概ね45％ 

10年間 

※土地の所有権等を新たに取

得しない場合。土地の所有権等

を新たに取得する場合は20年 

 

b．町営住宅における全面的改善、個別改善の実施 

「美瑛町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、旭町団地建替えや郊外部に位置す

る憩町団地のまちなかへの移転、東町団地などにおける個別改善を計画的に進めて

きました。 

白樺団地（簡易耐火構造平屋建て住宅）については、従来の「建替」のみではな

く、需要や建物の耐力を考慮した上で、新たな整備手法である「全面的改善」の導

入の可能性について検討します。郊外部に位置する憩町団地は、入居者のまちなか

移転を進め、空いた住棟から用途廃止を進めます。 

その他の簡易耐火構造住宅（東町団地、美馬牛団地等）は、次期以降の建替えと
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なるため、長寿命化型改善、居住性向上型改善等の個別改善をしながら適切に維持

管理していきます。 

平成４年度以降、整備している耐火構造住宅については、今後、整備後 20 年を

経過し始めるため、屋根・外壁、配管等の改善について検討します。 

また、北方型住宅にふさわしい「高気密」、「高断熱」、「十分な換気」の３要素を

しっかり取り入れた団地整備と個別改善計画を推進します。 

 

表 ６-3 公営住宅等ストック総合改善事業の対象項目の例示 

 １：住戸改善 ２：共用部分改善 ３：屋外：外構改善 

Ａ： 

居住性向上 

・間取りの改修 

・給湯設備の設置 

・電気容量のｱｯﾌﾟ 

・外壁・最上階の天井等の断熱 

・開口部のｱﾙﾐｻｯｼ化 等 

・給水方式の変更 

・断熱化対応 

・地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送対応（当該建

物に起因する電波障害対策

の既設共聴ｱﾝﾃﾅ等の改修も

含む） 等 

・雨水貯留施設の設置 

・地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送対応（当該建

物に起因する電波障害対策

の既設共聴ｱﾝﾃﾅ等の改修も

含む） 

・集会所の整備･増改築 

・児童遊園の整備 

・排水処理施設の整備 等 

Ｂ： 

福祉対応 

・住戸内部の段差解消 

・浴室、便所等への手摺の設置 

・浴槽、便器の高齢者対応 

・高齢者対応建具 

・流し台、洗面台更新 

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑへの改良 等 

・廊下、階段の手摺設置 

・中層 EV の設置･機能向上 

・段差の解消 

・視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ等の

設置 等 

・屋外階段の手摺の設置 

・屋外通路等の幅員確保 

・ｽﾛｰﾌﾟの設置 

・電線の地中化 等 

Ｃ： 

安全性確保 

・台所壁の不燃化 

・避難経路の確保 

・住宅用防災警報器等の設置 

・ｱｽﾍﾞｽﾄの除去等 

・ピッキングが困難な構造の玄

関扉の錠、補助錠の設置、破

壊が困難なガラスへの取替、

防犯上有効な箇所への面格

子等の防犯建物部品の設置 

等 

・耐震改修 

・外壁落下防止改修 

・ﾊﾞﾙｺﾆｰの手摺りのｱﾙﾐ化 

・防火区画 

・避難設備の設置 

・ｱｽﾍﾞｽﾄの除去等 

・EV かご内の防犯ｶﾒﾗ設置 

・EV 地震時管制運転装置、戸

開走行保護装置の設置又は

主要機器耐震補強措置の実

施 等 

・屋外消火栓設置 

・避難経路となる屋外通路等の

整備 

・屋外通路等の照明設備の照度

確保 

・ｶﾞｽ管の耐震性･耐食性向上 

・防犯上有効な塀、柵、垣、植

栽の設置 等 

Ｄ： 

長寿命化 

・浴室の防水性向上に資する工

事 

・内壁の断熱性向上・耐久性向

上に資する工事 

・配管の耐久性向上に資する工

事 等 

・躯体・屋上・外壁・配管の耐

久性向上 

・避難施設の耐久性向上 等 

・配管の耐久性・耐食性向上に

資する工事 等 

資料：「平成 26 年度 公営住宅整備事業等担当者連絡会議」 

 個別改善により玄関改修等を実施（東町団地） 
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｢全面的改善｣は、住戸改善（居住性向上，高齢者対応）、共用部分改善（高齢者対応，安全

性確保）、屋外・外構部分（高齢者対応）の全てを含み、躯体を残して全面的又はそれに準ず

る改善を行うもので、簡易耐火構造については、ニセコ町・名寄市などで先進事例がある近

年の新しい手法です。 

「全面的改善」を実施する場合は、対象住棟について、その有効性を第３者的見地から評

価（安全性、居住性等について概ね 30 年間支障がないものであること、原則として建替え

と比べ費用対効果の観点で有利となるものであること）を行うことが望ましいと考えられま

す。 

また、｢全面的改善｣は、既存入居者が再入居する場合、｢建替｣ほど家賃が上がらないとい

う入居者にとってのメリットも有しています。 

 

簡易耐火構造の全面的改善の例 

・ニセコ町有島団地 

  

 

・名寄市北斗団地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■（参考）ＰＦＩ方式による公営住宅建替事業に係る拡充 
■（参考）ＰＦＩ方式による公営住宅建替事業に係る拡充 

■（参考）ＰＦＩ方式による公営住宅建替事業に係る拡充 
■（参考）ＰＦＩ方式による公営住宅建替事業に係る拡充 

■（参考）ＰＦＩ方式による公営住宅建替事業に係る拡充 

■取り組み事例：簡易耐火構造の全面的改善 
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（２）快適で安全で安心な住宅の形成 

 

a．住宅の耐震化の促進 

美瑛町は「美瑛町耐震改修促進計画」を策定し、住宅・住宅地の耐震化について啓発・

普及を行っています。住宅の耐震化率の目標を平成 27 年度までに 90％にすることとし

ており、それを達成するため、昭和 56 年以前建設の住宅の耐震改修工事に対して工事費

の一部を補助しています。今後、さらなる住宅の耐震化率の向上を図るため、耐震改修

工事のみならず耐震診断に対する補助制度の創設を検討します。 

 

b．住宅リフォームの推進 

「美瑛町住環境整備費助成事業」として、町内業者が行う既設住宅の住環境整備に対

して工事費の一部を補助しています。当事業について、さらなる利用促進を目指し、対

象要件や補助金額の見直しを検討します。 

北海道では、既存住宅の性能や、居住者の状況に応じてどのような改修を行っていけ

ばよいかを考える手助けとして「住宅の性能向上リフォームマニュアル」を発行してい

ます。また、北海道住宅リフォーム推進協議会では、一定の資格要件を満たす住宅リフ

ォーム事業者を登録し、その登録事業者に関する情報を公開・提供する「北海道住宅リ

フォーム事業者登録制度」を創設しています。美瑛町においても、今後、こうしたマニ

ュアルや制度の啓発普及を図り、町民の住宅リフォームを推進します。 

 

 取り組み事例：北海道「住宅の性能向上リフォームマニュアル」 

北海道では、既存住宅の性能や、居住者の状況に応じてどのような改修を行っていけ

ばよいかを考える手助けとして「住宅の性能向上リフォームマニュアル」を発行してい

ます。また、北海道住宅リフォーム推進協議会では、一定の資格要件を満たす住宅リフ

ォーム事業者を登録し、その登録事業者に関する情報を公開・提供する「北海道住宅リ

フォーム事業者登録制度」を創設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

表 ６-4 美瑛町住環境整備費助成事業、美瑛町既存住宅耐震改修費補助事業の概要 

 美瑛町住環境整備費助成事業 美瑛町既存住宅耐震改修費補助事業 

事業目的 既存住宅の段差解消等、日常生活の支えとなる住環

境の整備を町内業者の施工により行う者に対し、必要

な経費を助成することにより、将来にわたって町民が

快適で安心できる生活環境の向上と商工業の育成振

興を図ることを目的とする。 

美瑛町内にある既存住宅の耐震改修工事を町内業

者の施工で行うものに対し、予算の範囲内において、

その費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐

震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等によ

る被害を軽減することを目的とする。 

実施期間 平成20年度～ 平成22～28年度 

補助金額 ①10～40 万円未満：助成対象額が 2.5 万円上がる

ごとに助成額が4万円から１万円ずつアップ 

②40～70万円未満：助成対象額が33,333円上が

るごとに助成額が16万円から１万円ずつアップ 

③70～100 万円未満：助成対象額が 5 万円上がる

ごとに助成額が25万円から1万円ずつアップ 

④100～130万円未満：助成対象額が10万円上が

るごとに助成額が31万円から１万円ずつアップ 

⑤130万円～：34万円 

補助対象経費が 

①20万円未満：当該経費の額 

②20～200万円未満：20万円 

③200～300万円未満：当該経費の10％ 

④300万円以上：30万円 

対象要件 ①助成金の交付対象となる整備は、その整備工事（以

下「工事」という）における助成対象額が10万円

以上で別表第1（段差解消、出入口幅の確保、手す

り設置、ユニットバスへの取替、和式便器から洋式

便器への取替、EV・階段昇降機等の設置、その他

町が認める工事）に定める工事を町内業者が施工し

たものとする。 

②助成金の交付を受けようとする者が、介護保険法

（平成9年法律第123号）第45条に規定する居

宅介護住宅改修費の被支給対象者に該当するとき

は、助成基準限度額を超える額を助成の対象とす

る。 

③助成金の交付を受けようとする者が、障害者自立支

援法（平成17年法律第123号）第77条に規定

する地域生活支援事業の日常生活用具等の被支給

対象者に該当するときは、助成基準限度額を超える

額を助成の対象とする。 

④再度、助成金の交付を受ける場合は、それまでの工

事の範囲と重複しないものを対象とする。 

補助の対象となる既存住宅（以下「対象住宅」という。）

は、次に掲げる要件すべてに該当するものとする。 

①耐震改修工事を行おうとする者（以下「申込予定者」

という）が所有し、自ら居住の用に供している既存

住宅で、建築の区分所有等に関する法律（昭和37

年法律第 69 号）による区分所有の住宅にあって

は、耐震改修工事等について同法第 3 条の規定に

基づく管理組合の議決を経ていること。 

②耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性

能を満たさないと判断されたもの。ただし、共同住

宅にあっては次に掲げる要件のすべてに該当する

ものとする。 

ア．社団法人北海道建築設計事務所協会に設置さ

れている建築物耐震診断判定委員会において

耐震診断結果が確認されていること。 

イ．財団法人北海道建築指導センターに設置され

ている耐震改修計画評定委員会において評定

を受けた耐震改修計画に基づく工事であるこ

と。 

ウ．建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7

年法律第123号）第8条3項の規定に基づく

建築物の耐震改修の計画の認定を受けて耐震

化を行うもの又は建築基準法（昭和25年法律

第201号）第86条の８第1項の規定に基づ

く全体計画の認定を受けて耐震改修を行うも

の。 

③建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反が

ないこと。 

④申込予定者が町税等を滞納していないこと。 

補助対象者 ①本町に引き続き１年以上居住している者 

②町税等の滞納をしていない者 

③自らが所有し、居住する住宅の整備を行う者 

④世帯全員の前年所得額の合計が800万円以下の者 

 

補助対象 

工事費 

 補助対象経費は、対象住宅について所有者が行う耐

震改修工事及び耐震改修工事の実施に伴う付帯工事

（外壁、屋根の更新、断熱改修等を含む）に係る経費

とする。ただし、耐震改修工事に明らかに寄与しない

工事は、当該工事分を分離して算定し補助対象経費か

ら除外する。 

 



78 

 

表 ６-5 美瑛町合併処理浄化槽設置事業費補助事業の概要 

事業目的 公共下水道認可区域を除く町内全域において、浄化槽設置者に対して、設置費の一

部を補助する事で、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及

び公衆衛生の向上を目的とする。 

実施期間 平成２４年度～２８年度 

補助金額    

 浄化槽区分 新築の場合（限度額） 改修の場合（限度額)  

 
５人槽以下 ３５２,０００円 

新築の金額に２００,０００円

を上乗せした額 

 

 
６～７人槽以下 ４４１,０００円 

新築の金額に２００,０００円

を上乗せした額 

 

 
１０人槽以下 ５８８,０００円 

新築の金額に２００,０００円

を上乗せした額 

 

   

対象要件 美瑛町公共下水道認可区域を除く町内全域において次の合併処理浄化槽を設置しよ

うとする者に対して、補助する。 

①個人の専用住宅で処理対象人員１０人槽以下のもの 

②個人の店舗併用住宅にあっては、ＪＩＳ-Ａ３３０２「建築物の用途別による屎尿浄

化槽の処理対象人員算定基準」に定める人槽のもの 

③美瑛町合併処理浄化槽設備工事指定業者により施工するもの 

④その他町長が特に認めたもの 

次に該当する者に対しては、補助金を交付しない。 

①浄化槽法第 5 条第 1 項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第 6 条第 1 項に

基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者 

②住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者 

③販売目的で合併処理浄化槽付専用住宅等を建築又は改築する者 

④町税等を滞納している者 

⑤過去に補助金の交付を受けた者 

⑥別荘等の短期在住型住宅に合併処理浄化槽を設置する者 

⑦その他当該事業の目的の達成に関し、支障があると認められる者 
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（３）空き地・空き家の有効活用 

空き家対策については、地域の防災、防犯、景観、建物の安全上などの地域生活環

境に深刻な影響を及ぼしており、また全国的にも老朽化した空き家の対応が課題とな

っていることから、国においても空き家対策の法律の制定に向けた動きができていま

す。本町は、健全な空き家について住宅ストックとしての活用を図る住情報の提供な

ど行うとともに、老朽化した空き家については、所有権や財産権などに関わることか

ら慎重な対応が求められますが、関係各課が連携しながら空き家の有効活用にとどま

らず、所有者などへの危険防止の要請等を行うなど空き家対策なども含めた総合的な

対策に向けて本町の方向性を示す計画の策定の取り組みについて検討します。 

 

c．空き地・空き家活用の推進 

空き家・空き地の所有者が固定資産税や維持管理の負担等から土地を手放したい場

合など、町がそうした土地の譲渡を受け、多様に活用することのできる仕組みづくり

を検討します。 

例えば、まちなかにおいて、住宅を改修して公的借家として活用、個人住宅用の土

地として賃貸、公園緑地として整備など、郊外においては、豊かな自然環境を身近に

感じられる場所や農業体験ができる場所など、一定の範囲を設け、中長期滞在、交流

移住者用の住宅として活用する仕組みづくりについても合わせて検討します。 

 

d．危険な空き家の撤去の促進 

景観に配慮したまちづくりや安全性・防犯性の確保の観点から、市街地における老

朽化した空き家等の解体撤去を推進します。 
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４ 需要に応じて住み替え可能な住環境の形成 

 

（１）まちなか居住の推進と定住住宅地の確保 

 

a．まちなか居住の推進 

前回、平成 16 年度策定の美瑛町住宅マスタープランにおいては、公営住宅憩町団地の

再配置が重点施策として掲げられ、郊外の丘陵部に位置する大規模団地を、まちなかに分

散して再配置することが位置づけられていました。これらは概ね計画通り進捗しており、

まちなかに大町団地、北町団地が整備され、憩町団地の解体が進んでいます。 

今後もまちなかに新規団地の整備を検討するとともに、建替え団地も活用しながら憩町

団地の移転を進め、まちなか居住を推進します。憩町団地跡地については、美瑛町まちづ

くり総合計画と連動した取り組みとしてまちの景観と環境に十分配慮した中で宅地分譲

など有効活用方策を検討します。 

 

  

まちなかに新規公営住宅を整備し、 

（北町団地） 

憩町団地は全戸空き家となった住棟を解体します 

 

b．美馬牛団地の販売促進 

美瑛町土地開発公社では、美馬牛住宅団地の宅地分譲を行っています。今後ともＰＲ等

を行い、販売促進を図ります。 

 

（２）住宅に関する情報提供 

 

a．情報提供の仕組みづくり 

美瑛町移住促進連携会議との連携のもと情報提供を推進します。 

全国的にも課題となっている老朽化した空き家の有効活用、危険空き家対策など、町の

総合的な空き家活用施策に基づいた情報提供方法について検討します。 

また、ホームページを活用し、町営住宅、土地開発公社による分譲宅地、お試し暮らし

住宅（セカンドホームびえい・定住促進住宅）に関する情報を発信していきます。 
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b．相談窓口、相談体制の充実 

住宅リフォーム、耐震改修、融資、技術指導など住宅に関する様々な情報収集を行う

とともに、北海道の公的機関や関係団体、商工会、建設業協会と連携し、住宅に関する

町民の様々な相談に応じる住宅相談窓口の充実を図ります。 

 

（３）農村地域における定住促進 

 

a．単費住宅の有効活用 

平成 26 年度現在、美瑛町は公営住宅、特定公共賃貸住宅の他に、「公営住宅法」に基

づかない町の独自施策である単費住宅を 70 戸、管理しています。 

単費住宅は、主に廃校となった学校の教員住宅等を一般財産化したものが多く、入居者

の収入制限が無く、公営住宅、特定公共賃貸住宅を補完する住宅セーフティネット機能を

果たすものとして、今後も維持管理をしていきます。 

また、単費住宅は、就農希望者の受入先として活用されているものが多く、需要等に対

応し、今後において新規就農希望者の住宅を確保する検討を行います。 

 

  

単費住宅：北瑛一般住宅 単費住宅：二股一般住宅 

 

b．移住促進 

町のホームページを活用し、町営住宅、定住促進住宅、土地開発公社による分譲宅地、

お試し暮らし住宅（セカンドホームびえい）に関する情報提供を進めています。 

  また、美瑛町の移住・定住政策を一元的、一体的に推進するため、町の移住・定住の庁

舎内関係部署が連携・情報共有するための機関として、美瑛町移住促進連携会議を平成

25 年４月に設置しました。今後においても、移住・定住者等の受け入れ調整、移住・定

住情報の共有、移住・定住施策の推進するため、検討・協議を進めていきます。 

【セカンドホームびえいの概要】 

本町の地元のからまつ材を使ったセカンドホーム（第２の家）のモデルハウス（以下「体

験住宅」といいます）を３棟建設し、平成２２年５月から「おためし暮らし（移住体験）」

を行っています。また、平成２３年までに３棟建築し、現在は全６棟の体験住宅を整備しま

した。 
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セカンドホームびえいとは、これまでの別荘とは違い、本町の地元からまつを使った美瑛

町らしい田園住宅と新しいライフスタイル “暮らし（住・食・医・遊）の自給”を提案し

ていくためのモデルハウスで、このモデルハウスに実際に住んでもらい美瑛町内にセカンド

ホームを持ってもらう（建ててもらう）ためのものです。 

 近年では東京都・愛知県・大阪府へ移住ＰＲを行っており、都会からの美しい村美瑛への

Ｕターン・セカンドホームツーリズムを進めています。 

 今後において、安価に二地域目の住まいが持てるよう、地場産のカラマツの適切な整備と、

美瑛町森林組合や地元建設業者との連携を図り、さらなる林産業の活性と移住ＰＲを推進し

ます。 

 

【美瑛町定住促進住宅の概要】 

 移住者への定住対策として町外から移り住む方に対して、本町の持つ自然や風景などの恵

まれた環境の中で、良質な移住場所を探すまでの間、居住できる住宅を整備することにより

交流人口及び定住人口の増加を図る目的で、旧消防職員住宅２棟４戸の空き家を全面的に改

善し、２棟２戸の家族向け「美瑛町定住促進住宅」を整備しました。  

 仕様：補強コンクリート造（延べ床面積 108.045 ㎡×２棟） 

    床材・内装の一部に地元のからまつ材を使用しています。 

 

 

セカンドホームびえい（美瑛町ホームページより） 
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